
 

 

 

令和７年度版 
 

久留米市男女共同参画白書 
 

第４次久留米市男女共同参画行動計画（第３次久留米市 DV対策基本計画） 

【令和６年度実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

 



 

わたくしたちは、「男女共同参画社会 久留米」をめざし、人間

としての自立と平等を基本理念として、家庭で、学校で、職場で、

地域で、生涯を通じ、男女がともにのびやかに豊かに生きる新し

いまちづくりを進めるために、この憲章を定めます。 

   １．男女平等をあらゆる場、あらゆる機会で進めます。 

   ２．男女がともに自立し、いきいきと暮らせるまちをつくります。 

   ３．男女があらゆる分野にともに参画できるまちをつくります。 

 
  （昭和６３年告示第１０３号） 

久留米女性憲章 



 

は じ め に 

 

 この白書は、男女の自立と男女共同参画社会の実現をめざした第

４次久留米市男女共同参画行動計画（令和３年度～令和７年度）の

令和６年度の実施状況を報告書としてまとめたものです。 

 また、巻末に久留米市を中心とした女性の現状に関する統計資料、

相談窓口一覧及び参考資料を掲載しておりますので、併せてご活用

いただければ幸いです。 

 

 

             令和８年３月 

 

久留米市長 原口 新五 
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１ 　行動計画の概要
　　（１）計画の期間

　　（２）施策の体系

　　３　　市民との協働

施策の方向Ⅳ 男女が自立し、生活できる社会づくり

施策１ 生涯を通じた男女の健康支援

施策２ 様々な困難を抱える女性等が、
安全に安心して暮らせる環境の整備

施策２ 性暴力の防止及び被害者支援の充実

　　計画推進体制の整備

　　１　　計画推進体制の強化・徹底

　　２　　推進拠点としての男女平等推進センターの機能充実

ワーク・ライフ・バランスの実現

施策の方向Ⅲ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策１ DVの防止及び被害者支援の充実
【第３次久留米市DV対策基本計画】

　計画の期間は令和３年度から令和７年度までの５年間にわたるもので、計画は５年ごと
に策定しており、令和６年度に実施した事業の状況報告である。

　第４次久留米市男女共同参画行動計画(第３次久留米市ＤＶ対策基本計画)の目標であ
る、「男女の自立と男女共同参画社会の実現」をめざして、４つの施策の方向のもと、
様々な施策を推進するものである。

目標 施策の方向Ⅰ 人権尊重のための男女平等の意識づくり

男
女
の
自
立
と
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

施策１ 固定的な性別役割分担意識の解消と男女平等意識の啓発

施策２ 男女平等の視点に立った教育の実践

施策の方向Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策１ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進

施策２ 雇用の分野における男女共同参画の促進

施策３ 農業・商工自営業における男女共同参画の促進

施策４ 家庭・地域における男女共同参画の促進

施策５
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成果指標一覧

５　ワーク・ライフ・バランス
の実現

⑫福岡県の超過実労働時間数
（企業規模10人以上）
※２（厚生労働省：賃金構造基本
統計調査）

12時間／月
（令和４年度）

12時間／月
（令和６年）

△
7時間／月
（令和７年）

５　ワーク・ライフ・バランス
の実現

⑪市職員における男性の育児休
業取得率（次世代育成支援対策
推進法に基づく特定事業主行動
計画）

29.4%
（令和元年度）

78.8％
（令和６年度）

◎
50.0%

（令和６年度）

４　家庭・地域における男女
共同参画の促進

⑩校区コミュニティ組織における
女性役員の割合（新総合計画第
4次基本計画）

18.6%
（令和２年度）

21.1％
（令和６年度）

◎
20.0%

（令和７年度）

４　家庭・地域における男女
共同参画の促進

⑨家庭生活で平等と感じる人の
割合(男女平等に関する市民意
識調査)

22.2%
（令和元年度）

31.4%
（令和６年度）

◎
30.0%

（令和６年度）

３　農業・商工自営業にお
ける男女共同参画の促進

⑧福岡県の女性の勤続年数（企
業規模：10～99人）
※１（厚生労働省：賃金構造基本
統計調査）

9.1年
（令和４年）

9.3年
（令和６年）

○
13.0年
（令和７年）

３　農業・商工自営業にお
ける男女共同参画の促進

⑦認定農業者における女性農業
者の割合(第3期食料･農業･農
村基本計画)

6.4%
（令和元年度）

7.3%
（令和６年度）

〇
10.0%

（令和７年度）

２　雇用の分野における男
女共同参画の促進

⑥女性労働者数（女性雇用保険
被保険者数）（新総合計画第4次
基本計画事業計画）

41,781人
（令和元年度）

42,321人
（令和6年度）

〇
44,623人
（令和７年度）

〇
管理職：20.0%
監督職：35.0%
（R8.4.1現在）

２　雇用の分野における男
女共同参画の促進

⑤職場で平等と感じる人の割合
（男女平等に関する市民意識調
査）

20.1%
（令和元年度）

30.5%
（令和６年度）

◎
30.0%

（令和６年度）
Ⅱ

　

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

お

け

る

女

性

の

活

躍

の

推

進

１　政策・方針決定過程へ
の女性の参画の促進

③審議会・委員会等における女
性委員の登用率

44.9％
(R2.4.1現在)

4４．４％
（R7.4.1現在）

▲
50.0%

（R7.4.1現在）

１　政策・方針決定過程へ
の女性の参画の促進

④市職員における管理職に占め
る女性職員の割合及び監督職に
占める女性職員の割合（女性活
躍推進法に基づく特定事業主行
動計画）

管理職：15.1%
監督職：30.4%
(R2.4.1現在)

管理職：19.4%
監督職：32.6%
（R7.4.1現在）

Ⅰ

　

人

権

尊

重

の

た

め

の

男

女

平

等

の

意

識

づ

く

り

１　固定的な性別役割分担
意識の解消と男女平等意
識の啓発

①「男は仕事、女は家庭」という
考え方に同感しない人の割合（男
女平等に関する市民意識調査）

66.1％
(令和元年度)

77.4%
（令和６年度）

〇
79.0%

（令和６年度）

２　男女平等の視点に立っ
た教育の実践

②学校教育の場で平等と感じる
人の割合（男女平等に関する市
民意識調査）

65.2％
(令和元年度)

71.2%
（令和６年度）

〇
72.0%

（令和６年度）

　【達成基準】

　今回指標が無いもの　－      現状値と比較して上昇している　○

　目標値を超えたもの　◎      現状値と値が同じもの　　　　    △

　　　　　　　                        現状値より下がっているもの    　▲

施策の
方向

施　策 成果指標 現状値
令和６年度
実績

達成
基準

目標値
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成果指標一覧 　【達成基準】

　今回指標が無いもの　－      現状値と比較して上昇している　○

　目標値を超えたもの　◎      現状値と値が同じもの　　　　    △

　　　　　　　                        現状値より下がっているもの    　▲

施策の
方向

施　策 成果指標 現状値
令和６年度
実績

達成
基準

目標値

母子世帯
49.7%

母子世帯
51.3%

◎

父子世帯
74.7%

（平成28年度）

父子世帯
72.9%

（令和３年度）
▲

※1、※2）成果指標の変更について

※３ ※４）達成状況について

〇
4４人以下
（令和５年）

２　様々な困難を抱える女
性等が、安全に安心して暮
らせる環境の整備

⑱ひとり親家庭の親の正規の職
員・従業員（母子世帯・父子世
帯）の割合（子どもの貧困対策推
進計画）

現状値以上
（令和６年度）

「福岡県賃金事情」の数値を成果指標にしていたものについて、福岡県が同調査を今後実施しないことが判明したため、国の同種の調査「賃金

構造基本統計調査」から新たな成果指標を設定

ＤＶ被害について「相談しなかった(できなかった)」人の割合、セクシュアル・ハラスメントの被害を受けて相談できなかった人の割合は、減

少を目指しているため、実績値が初期値より減少していることをもって、達成状況は「〇」とする

Ⅳ

　

男

女

が

自

立

し

、
生

活

で

き

る

社

会

づ

く

り

１　生涯を通じた男女の健
康支援

⑯がん検診の平均受診率
（第2期健康くるめ２１計画）

がん検診の
平均受診率：

17.0%
子宮頸がん：

20.6%
乳がん：
18.4%

（令和元年度）

がん検診の平均受
診率：18.5%
子宮頸がん：

25.6%
乳がん：19.5%
（令和４年度）

〇

がん検診の
平均受診率：

30.0%
子宮頸がん：

40.0%
乳がん：
40.0%

（令和４年度）

１　生涯を通じた男女の健
康支援

⑰自殺者数
（自殺対策計画）

４９人
（令和元年）

　４７人
（令和５年）

◎
80.0%

（令和６年度）

２　性暴力の防止及び被害
者支援の充実

⑮セクシュアル・ハラスメントの被
害を受けて相談できなかった人の
割合（男女平等に関する市民意
識調査）

54.9%
（令和元年度）

48.0%
（令和６年度）

※４
○

40.0%
（令和６年度）

Ⅲ

　

女

性

に

対

す

る

あ

ら

ゆ

る

暴

力

の

根

絶

１　ＤＶの防止及び被害者
支援の充実
【第3次久留米市ＤＶ対策
基本計画】

⑬ＤＶ被害について「相談しな
かった（できなかった）」人の割合
（男女平等に関する市民意識調
査）

58.3%
（令和元年度）

52.1%
（令和６年度）

※３
○

40.0%
（令和６年度）

１　ＤＶの防止及び被害者
支援の充実
【第3次久留米市ＤＶ対策
基本計画】

⑭ＤＶを人権侵害だと認識する市
民の割合（男女平等に関する市
民意識調査）

73.2%
（令和元年度）

87.6%
（令和６年度）
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２ 第４次久留米市男女共同参画行動計画（第３次ＤＶ対策基本計画）の 

推進状況等について 

 

令和６年度の主な取組状況等 

施策の方向Ⅰ 人権尊重のための男女平等の意識づくり 

施策１ 固定的な性別役割分担意識の解消と男女平等意識の啓発 

（１）主な取組み 

・久留米女性週間をはじめとした各種週間や、地域等での講座において、固定的な性別役

割分担意識の解消と男女平等意識の啓発に取り組んだ。 

・全職員に、「防災と男女共同参画」をテーマに研修を実施するとともに、研修推進者を主

な対象として、男女共同参画推進講演会を２回開催した。 

（２）課題・今後の方向性 

 ・男性や若い世代の参加率が低いため、テーマ設定や啓発方法を検討する必要がある。 

・市職員の男女平等に関する意識調査では、固定的な性別役割分担に同感しない市職員の

割合は、平成 30年度の前回調査より 7.5ポイント増え、91.2％となった。研修の受講回

数が多いほど固定的な性別役割分担に同感しない割合が増加するという結果が出ており、

市民においても、継続して男女平等意識の啓発を行っていくことが重要である。 
 

施策２ 男女平等の視点に立った教育の実践 

（１）主な取組み 

・男女平等保育の実施のため、保育所や幼稚園関係の職員を対象とした研修において、男

女平等を含む子どもの人権に関する研修を実施した。 

・男女共同参画教育の推進のため、各学校の人権・同和担当者を対象とした研修会におい

て、ジェンダー問題を取り上げ、固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス

等についての研修を行った。 

（２）課題・今後の方向性 

・男女平等の視点に立った保育内容を目指して、継続して研修を実施する。 

・研修等を通じて、男女共同参画教育の視点に立った教育活動の必要性について、教職員

の意識向上を図っていく。 
 

 

施策の方向Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍の推進 

施策１ 政策･方針決定過程への女性の参画の促進 

（１）主な取組み 

・商工団体における政策・方針決定過程への女性参画の促進のため、各商工団体に「男女

共同参画社会の実現に向けた取り組みについて（依頼）」を送付し、働きかけを行った。 

 ・市における男女共同参画の推進のため、女性職員の役職者等への積極的な登用を図り、

管理職の 19.4%、監督職の 32.6%を女性とした。 

（２）課題・今後の方向性 

・あらゆる分野における女性の活躍の推進のため、今後も、商工団体をはじめとする関係
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機関への働きかけを行っていく。 

・今後も管理職・監督職への女性登用を進め、市における男女共同参画を推進する。 
 

施策２ 雇用の分野における男女共同参画の促進 

（１）主な取組み 

・競争入札参加登録事業者に対する加点制度において、検討を行った結果、若手技術者や

女性技術者雇用について、総合評価方式による条件付き一般競争入札において評価を行

うこととした。 

・久留米ジョブプラザの就労サポーターによる個別就労相談を実施した（相談者数：1509

人）。また、子育て中の方向けのしごと相談カフェでは、子育て支援センター等市内 13

か所を月 1回ずつ巡回し、就労相談を実施した（相談者数：446人）。 

（２）課題・今後の方向性 

・雇用分野における男女共同参画の促進のため、継続して市の競争入札参加登録業者に対

して、男女共同参画に関する研修を実施する。 

・引き続き就労相談を行うと共に、企業に対しては、女性管理職の育成や女性労働者への

就労支援等に関する周知啓発を行っていく。 
 

施策３ 農業･商工自営業における男女共同参画の促進 

（１）主な取組み 

・女性農業者の経営管理能力向上支援や、女性農業者の交流会の開催など、女性農業者の

活動やネットワークづくりを支援した。 

・起業を目指す女性を支援し、女性の活躍を進めるため、女性の起業応援セミナーを開催

した。また、実践的な場の提供としてセミナーの修了生によるマルシェを実施し、9 名

の出店があった。 

（２）課題・今後の方向性 

・研修会等を開催しているが、女性の割合が少なく、また女性農業者同士の交流も少ない

ため、女性が参加しやすい研修手法等を検討し、女性農業者同士の交流を図る。 

・商工自営業における女性の活躍を促進するため、関係機関と連携しながら、時勢にあっ

たセミナーの開催や融資制度の情報提供等を行う。 
 

施策４ 家庭･地域における男女共同参画の促進 

（１）主な取組み 

・男性の主体的な家事・育児等への参画を促すため、料理教室などの家事に関する講座を

はじめ、プレパパママ教室や、すこやかマタニティ教室を開催した。 

・地域での防災活動における女性の参画の重要性について、出前講座等を活用し啓発を行

った。また、令和６年度は、女性防災士を 10 名、女性の地域防災リーダーを 28 名養成

した。 

（２）課題・今後の方向性 

・若い世代の参加が少ない講座もあるため、あらゆる世代が参加しやすいよう、講座の内

容や開催日時を検討する。また、プレパパママ教室や健やかマタニティ教室は、受講者

の満足度が高いため、継続して実施する。 
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・防災活動における女性参画の推進のため、女性防災士、女性地域防災リーダーを継続的

に増加するよう、今後も地域等への働きかけを行う。 
 

施策５ ワーク･ライフ･バランスの実現 

（１）主な取組み 

・仕事と家庭の両立支援のため、ワーク・ライフ・バランス促進セミナーの開催をはじめ、

仕事と家庭の両立支援モデル事業所や女性労働者活躍推進事業所などの雇用優良事業所

表彰を行い、企業等への啓発を図った。 

・学童保育所に子どもを安心して預け、働くことができるよう、施設及び指導員の確保の

取組を進めているが、配置する支援員や施設定員の不足等により、全校区での高学年の

受け入れまでは、できていない状況にある(24/44校区)。 

（２）課題・今後の方向性 

・働き方改革について、経営者に対し、制度整備の促進という視点だけではなく、人材の

離職防止、生産性の向上などを分かり易く伝え、企業・従業員双方にとって魅力的な職

場づくりが促進されるよう引き続き取り組んで行く。 

・学童保育所については、支援員が不足する状況が続いており、全校区での高学年受入が

できない状況が続いているため、学童保育所連合会などの関係機関と協議を行いながら、

支援員等の確保や、施設の確保に努める。 
 
 
 

施策の方向Ⅲ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

施策１ ＤＶの防止及び被害者支援の充実 

（１）主な取組み 

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間(11 月)に、市民団体との協働で、オレンジ＆パ

ープルツリーをＪＲ久留米駅と久留米市シティプラザに設置し、啓発を行った。また、

パープルツリーを大型商業施設や市内の高校や大学等に設置し、幅広い年代に啓発を行

った。特に若年層については、「デートＤＶ防止啓発講座」を市内の中学校 3 校で実施。 

延べ 469人の参加があった。 

・ＤＶの防止、及び被害者の早期発見・早期相談につながるように、医療関係者や教育関

係者はじめ、職務関係者に講座や研修を実施した。 

・ＤＶ被害者支援の連携強化を目的として、庁内の関係部局や、庁外の関係機関、民間支

援団体で構成される相談関係機関ネットワーク会議を開催した。 

（２）課題・今後の方向性 

・女性に対する暴力の根底には、固定的性別役割分担意識があるとされているため、ＤＶ

防止の啓発とあわせて男女平等に関する啓発も実施していく必要がある。 

・継続して医療関係者や教育関係者等へＤＶの理解促進のための働きかけを行い、ＤＶの

防止と被害者の早期発見・早期相談につながるよう職務関係者と連携していく。 

・ＤＶ被害者への速やかな支援を行うため、これまで以上に関係機関との連携を強化して

いく必要がある。あわせて、より多くの相談につなげるため、相談窓口の周知広報に努

める。 
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施策２ 性暴力の防止及び被害者支援の充実 

（１）主な取組み 

・性暴力防止及び被害者支援のための啓発として、８月に性暴力被害者支援講座を２回実

施し、延べ 89人の参加があった。 

・令和６年度の男女平等推進センターにおける総合相談 4,027 件のうち、性暴力相談は 63

件となっており、前年度(114 件)より減少している。内容については、緊急を要するもの、

所要時間や相談回数が多いもの、長期化するもの等、複雑・深刻化しているケースも増

えている。 

（２）課題・今後の方向性 

・性暴力防止のため、継続して地域や子どもの保護者等を対象とした講座を実施する。ま

た、講座への参加者拡大のため、ＳＮＳ等を活用し広報していく。 

・相談内容が多様化、複雑化しているため、相談員のスキルアップを図るとともに、関係

機関等とのネットワークを強化し連携を深めるなど、相談・支援体制の充実に努めてい

く。 
 
 
 

施策の方向Ⅳ 男女が自立し、生活できる社会づくり 

施策１ 生涯を通じた男女の健康支援 

（１）主な取組み 

・生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供のため、各種健康相談や、

思春期保健出前講座、プレコンセプションケア講演会などを実施した。 

（２）課題・今後の方向性 

・関係機関と連携しながら、プレコンセプションケアなどの各種講座の周知や、企画の充

実に努めていく。 
 

施策２ 様々な困難を抱える女性等が、安全に安心して暮らせる環境の整備 

（１）主な取組み 

・ひとり親サポートセンターの利用者は、これまで「ひとり親、寡婦」に限られていたが、

令和６年度より「離婚を考えている方」にも対象を拡大した。就業相談は、来所、電話、

ＳＮＳによる相談を合わせると 1,744件（前年度 1,036件）となった。 

・セクシュアル・マイノリティに関する啓発と支援として、県パートナーシップ宣誓制度

を活用した行政サービスの実施や調査、当事者等との交流会を実施した。 

（２）課題・今後の方向性 

・より多くの方の就業につなげていけるよう、就業相談や就業支援講習会の広報・周知に

努めていく。 

・今後とも、パートナーシップ宣誓制度への、民間事業者や市民の理解と協力を進めるた

め、制度の周知と啓発に取り組んでいく。 
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３　事業の取組状況

人権尊重のための男女平等の意識づくり

決算額／予算額
　男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）
　○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
　　その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
　○事業を実施していない場合は、「－」とする
　○事業番号１「男女平等の視点に立った市行政刊行物の作成」について、印刷費は除く

施策の方向Ⅰ

1 男女平等の視点に立った市行政刊行物の作成

2 男女平等に関する広報・啓発の充実

Ⅰ
　
人
権
尊
重
と
男
女
平
等
の
た
め
の
意
識
づ
く
り

3 男女平等の視点に立った情報の収集と提供

4 男女平等に関する調査研究事業の実施

9 久留米女性憲章制定を記念した久留米女性週間事業の実施

10 男女平等を推進する市民活動団体への支援と協働

施
策
２

男女平等の視点
に立った教育の
実践

7 男女平等に関する市職員研修の実施

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発（男性に対する啓発の推進）

施
策
１

固定的な性別
役割分担意識の
解消と男女平等
意識の啓発

5 男女平等意識啓発のための講座等の開催

6 若年層に対するセミナーの開催

11 校区等における男女平等学習の実施

12 男女平等保育の実施及び情報提供

13 男女共同参画教育の推進

14 制服の選択制の検討（新規）

15 健康教育や性教育の指導の充実

具体的事業施 策施策の方向
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(施策の方向Ⅰ)人権尊重のための男女平等の意識づくり

施策１　固定的な性別役割分担意識の解消と男女平等意識の啓発　

部 R6決算 R7予算

全庁 ― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

協働推
進部

159 182

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

1,018 1,083

市民文
化部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

43 54

具体的事業 内容

男女平等の視点に立った市行政刊行物
の作成

市の刊行物等の用語やイラストの表現について、｢行政刊行物における表現の手引き｣を用い、
男女平等の視点に立って作成する。

取組内容 実績

取組内容 実績

・男女平等を進める条例や女性憲章を
周知するとともに男女共同参画に関す
る理解を深めるため、条例パンフレッ
トの作成･配布する
・国の啓発に合わせて、市でも啓発を
行う

・男女共同参画教育のさらなる充実を図るため、条例パンフレッ
ト(電子データ)を各小･中学校等へ配布し、授業等での活用を依頼
した。
・男女共同参画週間等の各週間に合わせて、本庁舎や各総合支
所、西鉄久留米駅等での啓発を行った。
・女性週間や女性に対する暴力をなくす運動期間では、のぼり旗
の掲示やSNSを活用した情報発信を行った。

・庁内への啓発
・｢行政刊行物における表現の手引き｣
を念頭に置いた広報物の作成

男女平等の視点を踏まえ、イラストや写真などに留意し作成・編
集を行った。また、必要に応じて、男女平等政策課にて、刊行物
等の確認を行った。

具体的事業 内容

男女平等に関する広報・啓発の充実
各種媒体を活用し男女共同参画に関する啓発を行い、固定的な性別役割分担意識の解消を進め
る。また、SNS等を活用した新たな情報発信の検討を行う。

取組内容 実績

男女平等問題関連の図書や資料・ＤＶ
Ｄを収集し、市内図書施設と連携して
情報提供を行う
男女平等に関する啓発事業と連動した
企画資料やパネル展示を行う

・3月末現在蔵書数33,712冊。(図書・雑誌・ミニコミ誌・女性関
連行政資料及び・DVD等、昨年度より476冊増)市内図書館施設と連
携し情報提供を行った。
・男女平等啓発事業として上映会を5回実施。(延参加者518人)

・広報紙｢男女平等推進センター
ジャーナル｣を発行
・事業の案内を団体･機関、個人の情
報提供希望者に周知
＜ＳＮＳ等、新たなツールを用いた広
報の検討＞

・男女平等推進センター・ジャーナルを発行(定期刊行年2回　各
1,500部 特別号1回　1,500部)
・毎月末に情報提供希望者にメールマガジン
・郵送にて情報を提供
・久留米市公式LINEから講座やフォーラム開催についての情報を
発信

具体的事業 内容

男女平等の視点に立った情報の収集と
提供

男女平等問題に関する資料等の収集・提供や男女共同参画の各種運動に関連する企画展示を実
施し、資料利用の活性化を図るとともに、男女共同参画社会づくりへ向けた啓発を行う。

取組内容 実績

各年度調査研究テーマを設定し、男女
共同参画の推進を行う

・DV被害者支援システムづくりプロジェクトワーキング開催｢DV被
害者対応に関する庁内連携での課題について｣3月26日
・性暴力防止プロジェクトづくりプロジェクト２講座を実施
8月27日｢看護大学生と学ぶ性の講座｣対象:三潴小学校6年生
3月1日｢共に学ぼう語ろう性のことWith看護学生｣公開講座

男女平等推進センターと連携し、男女
平等問題に関する企画、展示を行う

・男女共同参画に関する図書資料の展示
・女性に対する暴力をなくす運動に関する図書資料の展示

具体的事業 内容

男女平等に関する調査研究事業の実施
男女平等に関する課題について、専門家によるワーキンググループを設置し、調査研究を行
う。

1

2

3

4

－　11　－



(施策の方向Ⅰ)人権尊重のための男女平等の意識づくり

施策１　固定的な性別役割分担意識の解消と男女平等意識の啓発　

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

415 425

市民文
化部

20 42

田主丸
総合支

所
53 40

北野総
合支所

30 30

城島総
合支所

14 28

三潴総
合支所

30 30

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

98 194

部 R6決算 R7予算

総務部 234 253

5

・男女共同参画週間記念講演会
・図書関連講座

6月23日｢時代の変化をわたしらしく生きる｣講師:小島慶子氏(参加
者198人)
9月29日｢まんがdeジェンダー｣講師:寄藤晶子氏(参加者20人)

・生涯学習センター主催講座
・なるほど人権セミナー

【えーるピアカレッジ】
｢SOGIESCって何？性の多様性への理解と対応｣参加者数134人
【なるほど人権セミナー】
人権シアター『明日、晴れますか』参加者数108人

具体的事業 内容

男女平等意識啓発のための講座等の開
催

固定的な性別役割分担意識を解消し、男女の経済的・社会的・生活的自立を図るための講座や
講演会を開催し、男女平等の理解を深める。

取組内容 実績

内容

若年層に対するセミナーの開催
学生を対象として、男女が共に能力を発揮し積極的に社会や地域、家庭への参画ができるよう
セミナーを開催する。

取組内容 実績

城島ふれあいセンター主催事業
・｢始めよう人生会議」R6.11.27(水) 定員20名･参加16名
・五感で楽しむ城島学(第五弾)管理栄養士が教える「酒粕クッキ
ング｣R7.2.6(木) 定員12名･参加12名

｢リケジョのすすめ｣講座　1月19日(日)　対象女子中学生、高校生
参加者11名

主催講座で男女共同参画に関する講座
を実施する。

保護者と子どものペア料理講座　ファミリースイーツ教室｢フラ
ワータルトつくり｣定員･参加12組(うち男性保護者ペア4組)
【親子学び教室】
①｢夏休み直前‼親子で防犯教室｣定員30名･参加18名(うち男性9名)
※親子以外でも参加を募集②｢親子で学ぶ｢お金｣のキホン講座｣定
員30名･参加5組10名(うち男性4名)
【時短で充実時間シリーズ講座】
①｢時短料理教室｣定員12名･参加7名(うち男性2名)②｢収納講座｣定
員30名･参加33名(うち男性6名)③｢資生堂･身だしなみ術で魅力
アップ講座｣定員30名･参加30名(うち男性6名)

北野生涯学習センター主催男女共同参画講座『LGBTの存在をもっ
と身近に—誰もが生きやすい世の中に—』
R7.3.1(土)10時ｰ11時30分　定員20名･参加21名

6

7

取組内容 実績

・階層別研修
・男女共同参画推進講演会
・研修推進者研修及び職場研修

【階層別研修】新任課長級職員研修(第2部)(R6.5.9)33名
【男女共同参画推進講演会】
・第1回(計96名)集合(R6.6.17)59名
動画(R6.7.1ｰ8.30)37名｢災害に強い地域づくり—能登復興の現場か
ら学ぶ多様性の力—｣講師:減災と男女共同参画研修推進センター共
同代表、早稲田大学地域社会と危機管理研究所招聘研究員　浅野
幸子氏
・第2回(計81名)集合(R6.10.18)41名、
動画(R6.11.18ｰ12.27)40名
｢笑って考えるワーク･ライフ･バランス—男性の育休取得でもれな
く宝くじがあたる?!—｣講師:東京大学大学院総合文化研究科教授
瀬地山　角氏
【研修推進者研修及び職場研修】
・研修推進者研修　第1回　集合(R6.5.29)25名
　第2回(講演会)、第3回　集合(R6.10.9)27名
・職場研修　集合　(R6.11.1ｰR7.2.28)全職員対象

学生と社会人のワールドカフェ形式の
講座等を実施する。

11月9日｢学生と社会人のワールドカフェ　ミライの自分をデザイ
ンする｣講師:園田博美氏
(参加者36人 内訳:学生27人、社会人9人)

具体的事業 内容

男女平等に関する市職員研修の実施
人権尊重の視点に立ち、職員の意識を変革し、男女共同参画社会の実現に向けて主体的に行動
する職員を育成するために、市職員研修を実施する。

具体的事業
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(施策の方向Ⅰ)人権尊重のための男女平等の意識づくり

施策１　固定的な性別役割分担意識の解消と男女平等意識の啓発　

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

110 100

商工観
光労働

部
46 140

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

2,400 2,550

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

500 500

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

協働推
進部

103 186

市民文
化部

― ―

11

具体的事業 内容

ワーク・ライフ・バランスの実現に向
けた意識啓発(男性に対する啓発の推
進)

家庭、仕事、地域活動、個人の社会活動等の調和を図るため、ワーク・ライフ・バランスを実
現するための情報提供や講座を開催する。

取組内容 実績

8

10

具体的事業 内容

久留米女性憲章制定を記念した久留米
女性週間事業の実施

久留米女性憲章の制定を広く市民に周知し、久留米女性週間を中心に記念事業｢くるめフォーラ
ム｣等を実施することで、男女平等意識の浸透を図る。

取組内容 実績

・男性の生き方支援講座を実施する。
(働き方や家事参画をテーマにした講
座)

10月19日｢笑って考えるワーク・ライフ・バランス｣講師:瀬地山角
氏(参加者47人)

・雇用就労推進協議会の構成団体にお
ける、ワーク・ライフ・バランスへの
取り組みのはたらきかけ

経済団体が実施した勉強会等へ助成した。
1件:中小企業のための働き方改革セミナー

男女共同参画社会の実現を目的とする
市民活動団体へ啓発事業費の補助を行
う。

補助金を交付し、久留米男女平等推進ネットワーク主催で6回市民
公開講座を実施。講座には延べ486人の参加があり、女性視点の防
災や介護保険制度などをテーマに市民へ啓発を行った。

・記念講演
・市民企画の実施
・バザーの実施
・上映会
・各部局への啓発の依頼

久留米女性週間記念事業｢くるめフォーラム2024｣
(9月28日、10月1日ｰ10月7日)
・記念講演｢誰かの人生を｢情報｣として消費しないためにｰジェン
ダー平等を考える｣講師:伊藤詩織氏(参加者283人)
・映画｢約束の宇宙(そら)｣　5回上映　延べ参加者:376人
・市民企画　12企画(地域会場含)　延べ参加者:967人
・展示･バザー　計32グループ参加(市部局7含む)
　延べ参加者:2,697人

具体的事業 内容

男女平等を推進する市民活動団体への
支援と協働

男女共同参画社会の実現を目的とする市民活動団体の自主的な活動に対して支援を行うととも
に、協働での取組を進める。

校区コミュニティ組織の委嘱学級で男
女平等問題学習を実施する。

委嘱学級に補助金を交付し、学習内容の提供などの支援を行っ
た。男女平等学習に取り組んだ学級:78学級、延べ14,691人

校区人権啓発推進協議会等に働きか
け、男女平等学習を計画的に実施させ
る。

人権講演会や研修などの人権啓発で、男女平等学習に取り組んだ
校区人権協は24校区であった。

男女共同参画サポーターや職員による
地域啓発講座を実施する。

【男女共同参画サポーターによる地域啓発講座】
・9月25日｢男女がともにのびやかに豊かに生きる新しいまちづく
りを目指して｣安武校区海津学級(参加者7人)
・1月24日｢男女がともにのびやかに豊かに生きる新しいまちづく
りを目指して｣東国分校区いきいき高齢者学級(参加者18人)
・3月5日｢男女がともにのびやかに豊かに生きる新しいまちづくり
を目指して｣浮島校区高齢者学級(参加者19人)
【職員による出前講座】
　計19団体の校区や地域で実施　延べ参加:310人

具体的事業 内容

校区等における男女平等学習の実施 校区コミュニティ組織における男女平等学習への取組を促すとともに支援を行う。

取組内容 実績

取組内容 実績

9
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(施策の方向Ⅰ)人権尊重のための男女平等の意識づくり

施策２　男女平等の視点に立った教育の実践　

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

42 118

部 R6決算 R7予算

教育部 0 0

部 R6決算 R7予算

教育部 0 0

部 R6決算 R7予算

教育部 0 0

具体的事業 内容

男女平等保育の実施及び情報提供
男女平等保育を実施するため、保育所や幼稚園関係の職員に対し、男女平等など人権に関す
る研修や情報提供を行う。

12

取組内容 実績

＜資料提供＞
・｢にじのかけはし｣や｢幼研たより｣の配布
・園内研修の実施を促す。
・市主催の研修を実施する。
・保育所連盟と幼稚園協会での男女平等研
修の実施

保育所や認定こども園・幼稚園・届出保育施設等の職員を対象
に｢保育士による園児虐待防止｣の研修を行う中で子どもの人権
について学んだ。(R6.10.21)
・中堅保育士や主任保育士、園長等施設長を対象に子どもの人
権を含んだ虐待防止や不適切な保育の未然防止について研修し
た。(R6.7.24,R6.8.23,R7.2.14)
・全職員を対象に子どもの人権についての研修を実施した。
(R6.12.4)

13

副読本・パンフレットを活用した授業を実
施する。
｢人権・同和教育｣に関する研修において、
男女共同参画教育の視点に立った教育活動
の必要性について触れる。

人権・同和担当者研修会において、各学校の人権・同和教育を
推進する担当者向けに研修を行った。その中で、外部講師を招
聘し、｢差別の現実に学ぶ｣という演題で、ジェンダー問題を取
り上げ、身体的な特徴や固定的な性別役割分担意識、無意識の
思い込み、見た目で判断すること等の問題に触れながら、男女
の固定意識を払拭し、個人として尊重する大切さを発信する講
話を行った。

具体的事業 内容

取組内容 実績

具体的事業 内容

男女共同参画教育の推進

教育活動全般における男女共同参画教育を推進するため、校長会や学校訪問等の機会を活用
し、指導・助言を行うとともに、男女共同参画教育の充実をテーマにした教職員研修など、
男女平等の視点を内容に盛り込み、教職員の意識向上を図る。また、子ども達の男女共同参
画の意識づくりを進めるための教材について、効果的な活用の在り方を踏まえて改訂を検討
する。

制服の選択制の検討(新規)
学校における性別で分けない環境づくりを進め、誰もが多様性を認め、安心して学校生活を
過ごすことができるよう、機能的で性別で分けない制服の選択制導入を検討する。

14
取組内容 実績

制服見直しを検討する委員会において、制
服の仕様等を決定し、久留米市立全中学校
で導入する。

制服見直しを検討する委員会を設立し、教育委員会において制
服の仕様等を決定し、久留米市立全中学校で、機能的で性別で
分けない制服の選択制を令和4年度新入生から導入した。

15

学習指導要領に基づいた、健康教育や性教
育に係る教科や学級活動、総合的な学習の
時間等における男女共同参画教育の実施

令和6年度教育課程実施状況調査において、男女共同参画につ
いて指導を行った小中学校は、61校(小学校100％、中学校
100％)であった。また、性的少数者の人権に関する内容につい
て指導を行った小中学校は、46校(小学校67％、中学校100％)
であった。

具体的事業 内容

健康教育や性教育の指導の充実
児童・生徒の発達段階に応じた健康教育や性教育が行えるよう、男女共同参画教育やセク
シュアル・マイノリティの視点を踏まえた指導の充実を図る。

取組内容 実績
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施策の方向Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍の推進

決算額／予算額

地域の女性人材等の育成

16 審議会等への女性の登用の推進

施
策
1

政策・方針決定
過程への女性の
参画の促進

17 市女性職員の役職者等への登用の推進

18 農業委員への女性参画促進

商工自営業者に対する男女共同参画社会の意義の周知・啓発

29 女性の起業促進

30 男性の生活的自立のための講座の実施及び家事・育児・介護の参画促進

20

Ⅱ
　
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
推
進

19 商工団体の方針決定の場への女性登用の促進

施
策
４

家庭・地域にお
ける男女共同参
画の促進

31

25 職場におけるハラスメント防止の啓発

施
策
３

農業・商工自営
業における男女
共同参画の促進

26 農業分野における男女共同参画施策の推進

27 女性認定農業者の増加促進と家族経営協定の推進

28

政策・方針決定過程における女性人材の育成

施
策
２

雇用の分野にお
ける男女共同参
画の促進

23 事業所及び労働者に対する男女雇用機会均等法等の周知や女性の

活躍に関する支援

24 非正規労働者に対する権利の周知や理解促進

21 競争入札参加登録事業者に対する男女共同参画の意義の周知・啓発

22 女性の就業を支援するための人材育成

32 地域活動での男女共同参画の促進

33 防災活動における女性参画の推進

6 若年層に対するセミナーの開催【再掲】

8
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発
（男性に対する啓発の推進）【再掲】

施
策
５

ワーク・ライフ・
バランスの実現

34 農業者へのワーク・ライフ・バランスに関する啓発の充実

35 仕事と家庭の両立支援のための企業等への啓発及び支援の充実

36 市職員のワーク・ライフ・バランスの推進

37 ファミリー・サポート・センター事業の充実

保育所待機児童の解消

　○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
　　その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
　○事業を実施していない場合は、「－」とする

40 学童保育所の充実

　男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）

39 多様な保育サービスの提供

38

施 策施策の方向 具体的事業
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(施策の方向Ⅱ)あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策１　政策・方針決定過程への女性の参画の促進

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

総務部 0 0

部 R6決算 R7予算

農業委
員会事
務局

― ―

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働

部
― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

612 720

具体的事業 内容

審議会等への女性の登用の推進
全ての審議会等委員の男女の割合がほぼ同数となるよう、推薦団体に対し女性委員の登用
を働きかける。

16

取組内容 実績

・庁内メールによる女性登用の促進を行う
・女性リストを作成する。
・審議会等への女性登用について男女平等
政策会議で情報共有を図る。
・女性の割合が低い審議会等に対し市長ヒ
アリングを実施する。

女性登用促進を全庁に働きかけ、審議会等における女性登用率
は、44.4％(令和7年4月1日現在)となった。

17

・柔軟な人事異動等による女性職員の積極的な
登用
・女性職員の職域拡大
・人事交流等によるロールモデル人材の受入れ
・女性職員を対象としたキャリア研修等の実施
・管理職員に対する、女性職員活用に向けたマ
ネジメント研修の実施
・庁内プロジェクト等における女性職員の積極
的な参加促進
・ロールモデルとなる女性職員との交流や意見
交換の機会付与

人事異動や人事交流等において、女性職員の積極的な登用を図
り、管理職の19.4％、監督職の32.6％を女性とした。

具体的事業 内容

取組内容 実績

具体的事業 内容

市女性職員の役職者等への登用の推進
女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画に基づき、管理・監督職への女性登用を進
め、市における男女共同参画を推進する。

農業委員への女性参画促進 女性農業委員推薦の確保に向け、農業者・農業者団体等に対し啓発活動を行う。

18

取組内容 実績

取組内容 実績

農業委員への女性登用の研修等を通じて理
解促進を図るとともに、推薦団体となりう
る関係団体に対して委員の活動内容の理解
促進を図る。

研修以外の手法を用いた、女性農業委員の
進出のための啓発・理解促進の取り組みを
行う。

これまで久留米市農政部と農業委員会は連携を図りながら、関係団体等
に対して農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下、推進委員)の役割
や活動内容の説明を行い、女性の応募がなされるよう協力をお願いする
とともに、農業委員及び推進委員の代表者や現女性委員がシンポジウム
や研修会へ参加し、女性登用への理解や推進を図る取り組みを行った。
その結果、令和5年7月の委員改選では、女性農業委員は現状維持の5名、
女性推進委員は1名増の2名となり、女性農業委員の数は引き続き県内最
多となっているが、女性の農業委員及び推進委員の割合はそれぞれ
20.8％と6.8％であり、今後も更なる取り組みが必要である。

具体的事業 内容

商工団体の方針決定の場への女性登用の促
進

商工団体の政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けた啓発活動を行う。

19

商工団体に対し文書や事務局長会議等を通
じ、方針決定の場への参画や役職への女性
の積極的登用について、働きかけを行う。

各商工団体に｢男女共同参画社会の実現に向けた取り組みについて
(依頼)｣を送付し、働きかけを行った。また、商工団体役員との意
見交換会にて｢男女共同参画のすすめ｣リーフレットを配布

具体的事業 内容

政策・方針決定過程における女性人材の育
成

政策・方針決定の場をはじめ、あらゆる分野に女性が参画し活躍できるよう、男女共同参
画の理解を深めるための講座の開催や女性人材の育成を進める。

20

取組内容 実績

①男女共同参画の啓発活動を行う新たな人
材を育成するための講座の実施
・男女共同参画サポーター養成講座
②政策や意思決定の場への女性の参画を促
進する為の人材養成講座の実施
・女性のための政策参画講座

【男女共同参画サポーターフォローアップ講座】
・1月16日①グループ討議や発表、まとめなど講座全体を円滑に進める方
法②ファシリテーションを行うための必要なスキルとそれらを磨く方法
講師:NPO法人福岡ジェンダー研究所職員 参加者5名
・2月25日①防災に関するクイズ検討②防災に対する寸劇内容検討③スケ
ジュール確認 講師:NPO法人福岡ジェンダー研究所職員　参加者5名
②-1男女共同参画週間記念事業　6月23日 ｢時代の変化をわたしらしく生
きる｣講師:小島慶子氏(参加者198名)
②-2政治参画講座 8月24日｢聞く、考える、話す—これからの女性の政治
参画—｣講師:能條桃子氏 参加者16名
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(施策の方向Ⅱ)あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策２　雇用の分野における男女共同参画の促進

部 R6決算 R7予算

総務部 ― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

247 380

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働
部

3,029 3,877

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働
部

9,445 9,586

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働
部

15 15

取組内容 実績
21

22

具体的事業 内容

競争入札参加登録事業者に対する男女共同
参画の意義の周知・啓発

競争入札参加登録事業者に対して、男女共同参画に関する情報提供や研修を実施する。
また、競争入札参加登録事業者に対し、女性活躍推進の取組に対する加点を検討する。

・経営者の意識改革を促すために、工事入
札参加資格者向けの男女共同参画に関する
研修会等を実施する。
・加点制度について関係課で協議する。

令和6年8月、建設関係団体を対象とした人権・同和問題や男女
共同参画に関する研修を実施した。
競争入札参加登録事業者に対する加点制度において検討を行っ
た結果、若手技術者や女性技術者雇用について、総合評価方式
による条件付き一般競争入札において評価を行うこととした。

具体的事業 内容

女性の就業を支援するための人材育成
女性の就職･再就職や就業継続のための講座等を開催し、希望する分野で働き活躍できるよ
うな人材を育成する。

取組内容 実績

【働き方応援講座】
女性の経済的自立のための就業支援講座を
実施する
・就業継続支援事業
・就職をめざす女性のためのパソコン基礎
講座、エクセル応用講座

・女性の就職応援セミナー
　10月17日参加者12人、　11月7日参加者26人
・女性のためのパソコン基礎講座
　11月7日～12月3日(全8回)　延参加者　76人
・女性のためのエクセル応用講座
　12月5日～1月9日(全7回)延参加者64人

23
・商工労働ニュースでの情報発信や事業所
訪問を通じて、男女雇用機会均等法等の周
知啓発を行う。
・雇用優良事業所表彰を行う。
・市内企業の女性社員に対するキャリア
アップ支援を行う。

【商工労働ニュース(夏・春)掲載】
・不妊治療と仕事との両立支援
・育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正
・雇用優良事業所表彰
【女性リーダー養成講座】(2回開催)参加者合計 79人
【雇用優良事業所表彰】
・仕事と家庭の両立支援モデル事業所1社
・女性労働者活躍推進事業所1社
【県との連携】　｢WOMEN'S BUSINESS CAMP｣等の周知

具体的事業 内容

取組内容 実績

具体的事業 内容

事業所及び労働者に対する男女雇用機会均
等法等の周知や女性の活躍に関する支援

事業所及び労働者に対し、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、労働基準法等の労働関係
法令や母性保護に関する情報発信を行い、女性が活躍できる環境づくりを促進する。

非正規労働者に対する権利の周知や理解促
進

非正規労働者に対し、国、県と連携して労働法などの労働関係法制度の周知・啓発を行い、
労働者の権利に関する理解の促進を図る。

24 取組内容 実績

・久留米市ジョブプラザで相談対応・情報
提供を行う。
・基礎知識に関するセミナーや情報提供を
行い、周知を図る。

・ジョブプラザの就労サポーターによる個別就労相談実施　相
談者数：1,509人
・しごと相談カフェ：子育て支援センター等市内13か所を月1
回ずつ巡回し、就労相談を実施　相談者数：446人

25
・セクハラ・パワハラ等防止を図るため、
企業向けセミナーを国・県と連携し開催
・商工労働ニュースでの情報発信、事業所
訪問などを通じて、セクハラ・パワハラ・
マタハラなどのハラスメント防止の啓発を
行う。

＜県共催＞
・職場のハラスメント集中相談会の実施　相談件数：19件
・福岡県労働教育講座　参加者数：26人
＜商工労働ニュース＞
・夏号掲載：｢カスハラ対策で社員を守る｣

具体的事業 内容

職場におけるハラスメント防止の啓発
職場におけるハラスメントを防止するため、事業主や労働者を対象に、様々なハラスメント
の防止に向けた啓発を行う。

取組内容 実績
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(施策の方向Ⅱ)あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策３　農業・商工自営業における男女共同参画の促進

部 R6決算 R7予算

農政部 0 370

部 R6決算 R7予算

農政部 ― ―

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働
部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

495 500

商工観
光労働
部

― ―

具体的事業 内容

農業分野における男女共同参画施策の推進
女性農業者リーダーを育成するなど、女性農業者の活躍を支援することにより、農業におけ
る男女共同参画を推進する。

26
取組内容 実績

・女性農業者リーダー養成事業や若手女性
農業者の活動支援事業を実施する。
・女性農業者のネットワーク構築の事業を
実施する。

・経営支援研修会(久留米市担い手育成総合支援協議会主催)
R7.2.5参加者39人中6人
・女性農業者の地域交流、技術向上支援(運営面のみ)玉葱定植
体験:美農女くるめ5名、園児約20名

27

＜認定農業者＞
・認定農業者の再認定申請時や認定農業者
向け研修会にて、チラシ等による共同申請
制度の啓発を行う。
＜家族経営協定＞
・認定農業者の申請相談時や再認定申請時
に、チラシ等による家族経営協定制度の啓
発を行う。
・協定締結後の状況を踏まえた協定見直し
の必要性等について、認定農業者の再認定
申請時等に説明を行う。
・県･市･ＪＡの立会いの下、家族経営協定
締結式を開催し、家族間の意識をより一層
高める。

<認定農業者>
・相談会時にチラシ等により個別に周知を行った。経営支援研
修会でもチラシを配布し周知した。
<家族経営協定>
・認定農業者の申請相談時や再認定申請時に、チラシ等による
家族経営協定制度の啓発を行った。
・R5年度締結者に対し、協定見直しについて電話で聞き取りを
行った。
・新たに21件の家族経営協定が締結され、うち1件は締結式を
行った。

具体的事業 内容

取組内容 実績

具体的事業 内容

女性認定農業者の増加促進と家族経営協定
の推進

認定農業者の更新時や各種研修会等において、認定農業者の共同申請に関する周知・啓発に
取り組むとともに、家族経営協定を推進する。

商工自営業者に対する男女共同参画社会の
意義の周知・啓発

商工自営業者に対し、各種機関紙への記事の掲載や市主催等のセミナーへの参加を働きか
け、男女共同参画社会の意義について啓発を行い、意識改革を促す。

28

取組内容 実績

取組内容 実績

・男女共同参画社会の意義の周知・啓発の
ためホームページや事業者向けメールマガ
ジンでの周知・啓発を行う。

・メールマガジンにて｢(県)柔軟な働き方導入促進セミナー｣｢
(県)WOMEN'S BUSINESS CAMP 2024｣｢女性リーダー養成講座｣等
の案内を行った。

具体的事業 内容

女性の起業促進
起業を目指す女性を支援し、女性の活躍を進めるため、関係機関と連携しながら、セミナー
の開催や融資制度の情報提供等を行う。

29 女性を対象とした起業支援のためのセミ
ナーを実施する。

女性の起業応援セミナー　8月18日～9月15日(全5回)
延参加者101人
合わせて実践的な場の提供として1月19日に修了生によるマル
シェを実施。出店者9名

・創業支援施設｢くるめ創業ロケット｣での
女性起業家対象のセミナーを実施する。
・創業支援関係機関と連携し、融資制度の
維持・確保に努める。

・｢女性起業応援セミナー(男女平等推進センター主催)｣におい
て制度融資や創業ロケット等の活用案内を実施
・融資(久留米市新規開業資金)利用件数：８件
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(施策の方向Ⅱ)あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策４　家庭・地域における男女共同参画の促進

部 R6決算 R7予算

市民文
化部

252 342

田主丸
総合支
所

53 40

北野総
合支所

27 30

城島総
合支所

14 28

三潴総
合支所

11 11

子ども
未来部

581 657

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

196 459

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

総務部 ― ―

取組内容 実績

30

31

具体的事業 内容

男性の生活的自立のための講座の実施及び
家事・育児・介護の参画促進

男性の家庭における生活的自立を目指すための講座(教室)を実施するとともに、主体的な家
事・育児・介護等への参画を促す。

・基本料理講座男性コース(前後期各2回)土曜日
前期:定員24人 参加者24人 後期:定員24人　参加者12人
・基本料理講座夜間コース(各2回)平日夜
初級:定員24人･参加者16人(うち男性12人)
中級:定員24人･参加者20人(うち男性13人)

保護者と子どものペア料理講座　ファミリースイーツ教室｢フラワータル
トつくり｣定員･参加12組(うち男性保護者ペア4組)
【親子学び教室】①｢夏休み直前‼親子で防犯教室｣定員30名･参加18名(う
ち男性9名)※親子以外でも参加を募集②｢親子で学ぶ｢お金｣のキホン講
座｣定員30名･参加5組10名(うち男性4名)
【時短で充実時間シリーズ講座】①｢時短料理教室｣定員12名･参加7名(う
ち男性2名)②｢収納講座｣定員30名･参加33名(うち男性6名)③｢資生堂･身
だしなみ術で魅力アップ講座｣定員30名･参加30名(うち男性6名)

・プレパパママ教室：27回開催、参加人数581人
・すこやかマタニティ教室：3回開催、参加人数31人

具体的事業 内容

男性料理講座　1月18日(土)　参加者12名　託児2名

男性の家庭における生活的自立を目指し、
家事の技術を身に付ける講座を実施する。

主体的に育児に参画してもらうため、
・プレパパママ教室を実施する。
・すこやかマタニティ教室を実施する。

令和6年度北野生涯学習センター主催男女平等参画講座｢男性の家
事力アップ！～週末おうち居酒屋～｣令和7年2月22日(土)
定員12名　男性11名参加　欠席１人

城島ふれあいセンター主催事業
R6.11.27(水)｢始めよう　人生会議｣定員20名 参加16名
R7.2.6(木)五感で楽しむ城島学(第五弾)管理栄養士が教える｢酒粕
クッキング｣定員12名 参加12名

地域の女性人材等の育成
女性が地域で活躍し、地域活動が活性化するよう、地域活動における男女共同参画を進める
意識啓発や女性の人材育成を行う。

取組内容 実績

取組内容 実績

・地域における男女共同参画やその他まち
づくりに関する活動を担えるような人材を
育成するための講座をの実施する。
・男女共同参画サポーターの実施
・まちづくり参画講座

【男女共同参画サポーターフォローアップ講座】NO.20に記載
【男女共同参画サポーターによる地域啓発講座】NO.11に記載
【男女共同参画のまちづくり講座】
・11月28、1月23日　鳥飼校区　延参加者42人
・1月23日 京町校区　延参加者20人
・1月15日 校区まちづくり連絡協議会理事会研修会　38人

具体的事業 内容

地域活動での男女共同参画の促進
多様な人材が地域で活躍できるよう、校区コミュニティ組織や自治会の活動に対し、女性や
若年層の積極的な参画・登用を働きかけるとともに、校区コミュニティ組織の役員を対象と
した男女共同参画に関する研修会の実施を進める。

32

・校区コミュニティ組織や自治会等への女
性や若年層の登用を働きかける。
・各校区の役員等が対象の、｢まちづくり
活動の手引き｣を活用した男女共同参画に
関する研修会を行う。

久まち協や校区等での意見交換および研修実施　12回(387人)

具体的事業 内容

防災活動における女性参画の推進
地域における男女共同参画の視点を反映させた防災活動を実施するため、様々な活動への女
性の参画を進め、地域の防災力の向上を図る。また、災害時における避難所については、男
女共同参画の視点で運営されるよう取組を進める。

33
取組内容 実績

・校区を対象とした出前講座を実施する。
・女性防災士育成
・地域の防災リーダーへの女性登用
・自主防災研修への女性の参加者数

令和6年度の女性防災士の育成として、女性防災士の人数は10人、
全体の31％であった。(参考)令和5年度の女性防災士者数は7名で
あり全体の35％であった。
令和6年度の地域防災リーダーの女性登用数は28名で全体の37％で
あった。(参考)令和5年度の女性地域防災リーダー者数は全体の30
人で全体の50％であった。
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(施策の方向Ⅱ)あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策５　ワーク・ライフ・バランスの実現

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

再掲 再掲

商工観
光労働
部

再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

農政部 ― ―

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働
部

3,803 6,562

部 R6決算 R7予算

総務部 ― ―

具体的事業 内容

若年層に対するセミナーの開催
学生を対象に、男女が共に能力を発揮し、積極的に社会や地域、家庭への参画を促すセミナー
を開催する。

取組内容 実績

・雇用就労推進協議会の構成団体におけ
る、ワーク・ライフ・バランスへの取り組
みのはたらきかけ

再掲

学生と社会人のワールドカフェ形式の講座
等を実施する。

再掲

具体的事業 内容

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
意識啓発(男性に対する啓発の推進)

男性の家庭や地域活動への参画を促し、ワーク・ライフ・バランスを実現するための情報提供
や講座を開催する。

内容

仕事と家庭の両立支援のための企業等への
啓発及び支援の充実

企業の経営者の働き方改革に関する意識改革と職場環境の改善を図るための啓発を実施する。
また、仕事と出産・育児・介護等の両立が可能な社会の実現のため、テレワークなど柔軟な働
き方に取り組む事業所への支援を行う。

取組内容 実績

6

8

具体的事業 内容

農業者へのワーク・ライフ・バランスに関
する啓発の充実

ワーク・ライフ・バランスを実現し女性農業者の働く環境の向上を図るため、認定農業者の共
同申請や家族経営協定を推進するとともに、意識の啓発に取り組む。

取組内容 実績

・男性の生き方支援講座を実施する。(働き
方や家事参画をテーマにした講座)

再掲

34

取組内容 実績

＜認定農業者＞
・認定農業者の再認定申請時や認定農業者向け
研修会にて、チラシ等による共同申請制度の啓
発を行う。
＜家族経営協定＞
・認定農業者の申請相談時や再認定申請時にチ
ラシ等による家族経営協定制度の啓発を行う。
・協定締結後の状況を踏まえた協定見直しの必
要性等について、認定農業者の再認定申請時等
に説明を行う。
・県･市･ＪＡの立会いの下、家族経営協定締結
式を開催し、家族間の意識をより一層高める。

<認定農業者>
・相談会時にチラシ等により個別に周知を行った。経営支援研修
会でもチラシを配布し周知した。
<家族経営協定>
・認定農業者の申請相談時や再認定申請時に、チラシ等による家
族経営協定制度の啓発を行った。
・R5年度締結者に対し、協定見直しについて電話で聞き取りを
行った。
・新たに21件の家族経営協定が締結され、うち1件は締結式を行っ
た。

35

36 取組内容 実績

・定時退庁日及び育児の日の全庁メールで
の情報発信
・新採研修、新任課長研修での周知
・全庁通知等による計画年休の取得促進

①定時退庁日及び育児の日の全庁メールを活用し、時間外勤務の
縮減や休暇制度、年休の取得促進等の情報発信を行った。②新採
研修、新任課長研修において特定事業主行動計画やワーク・ライ
フ・バランス推進の取組について周知を行った。③｢令和6年度次
世代育成支援及びワーク・ライフ・バランス推進の取組みについ
て｣を発出し、さらなる休暇取得を促進し、時間外勤務の削減など
これまでの取組みの周知徹底を図った。

・企業経営者及び管理職を対象とした働き
方改革や両立支援のための事業を実施す
る。
・事業所訪問での周知・啓発を行う。
・雇用優良事業所表彰を行う。

・ワーク･ライフ･バランス促進セミナー実施 参加数30名,26社
・ワーク・ライフ・バランス助成金　申請件数：6件
・市の他、国県も含めた情報提供を実施
・雇用優良事業所表彰
　仕事と家庭の両立支援モデル事業所1社
　女性労働者活躍推進事業所1社

具体的事業 内容

市職員のワーク･ライフ･バランスの推進

市職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、ワーク・ライフ・バランスの意義や制度内
容の周知に努めるとともに、在宅勤務や時差出勤等について検討し、多様で柔軟な働き方の実
現や休暇等を取得しやすい職場環境の整備に取り組む。
また、時間外勤務の縮減のため、事務の一層の効率化・簡素化、さらには職場風土の改革や職
員の機運の醸成に取り組む。

具体的事業
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(施策の方向Ⅱ)あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策５　ワーク・ライフ・バランスの実現

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

17,337 18,359

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

145,480 350,878

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

70,268 85,442

子ども
未来部

73,143 38,063

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

0 0

さらなる会員の拡大を図る。
依頼会員と提供会員の需給ギャップや地域
間の偏りの改善を図る。

令和6年度  おねがい会員(依頼会員)：1,170人
           みまもり会員(提供会員)：490人
           どっちも会員(両方会員)：82人
           活動件数：2,499件

具体的事業 内容

保育所待機児童の解消
共働き家庭の増加や就労形態の多様化の中、社会環境の変化に対応できるよう、保育士人材の
確保及び施設整備等を進めることにより、受け入れ体制を充実させ,待機児童の解消を図る。

37

39

内容

学童保育所の充実
子どもを安心して預けて働くことができるよう、施設及び指導員の確保の取組を進め、高学年
児童の全校区受入を図る。

取組内容 実績

38
取組内容 実績

・整備計画に基づいた施設整備事業を実施
する。
・潜在保育士に対し潜在保育士就職支援給
付金を支給する。
・市内保育所等に就職した保育士等に奨学
金返済費用の一部を補助する。

施設整備：1施設
潜在保育士就労支援：2人
奨学金返済支援：12人

具体的事業 内容

ファミリー・サポート・センター事業の充
実

乳幼児や小学生の預かり、保育施設への送迎など、小学生までの子育てについて、援助を受け
たい人と行いたい人との相互援助活動を会員組織として支援し、地域の子育て支援活動を促進
する。

取組内容 実績

40

実施体制の維持、感染症流行時期の利用平
準化を図る。

事業実施施設との意見交換会を実施し、現状把握など情報共有を
図った。
〇施設毎の実績(単位：人)《令和7年3月末》
・マリアン・キッズ・ハウス:881　・エンゼルキッズ：411
・ハイジア病児保育室：902　     ・たのっしーランド：352

量的確保や担当保育士の確保などを図りな
がら、民間保育所・認定こども園、公立保
育所において一時預かりを実施する。
休日保育を実施する。
認可夜間保育所にて、夜間保育を引き続き
実施する。
送迎保育ステーションを実施する。

一時預かり：1,961人
休日保育延べ利用者数：399人
夜間保育実施施設：１施設
送迎保育ステーション利用者数：5人

具体的事業 内容

多様な保育サービスの提供
共働き家庭の増加や就労形態の多様化の中、仕事と家庭の両立が図られ安心して子育てができ
るよう、多様な保育サービスを提供する。
(病児保育、一時預かり、休日保育、夜間保育、送迎保育ステーション)

取組内容 実績

高学年児童の全校区受入を図る。
【6年度】高学年受入実施校区　44校区中24校区
【5年度(参考)】高学年受入実施校区　44校区中27校区

具体的事業
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女性に対するあらゆる暴力の根絶

決算額／予算額
　男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）
　○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
　　その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
　○事業を実施していない場合は、「－」とする

施策の方向Ⅲ 

41 DVの理解促進と相談窓口の周知

42 「女性に対する暴力をなくす運動」に伴う啓発の実施（パープルリボンキャンペーン）

43 幼稚園・保育所等、幼児に関わる職員、教職員等学校関係者、保護者等への

46 DVが子どもに及ぼす影響への理解の促進

47 外国人を対象としたDVの正しい理解の促進と相談窓口の周知

48 相談員の技術向上

DV防止の理解促進

44 「デートDV防止啓発プログラム」を用いた若年層への啓発

Ⅲ
　
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

施
策
１

DVの防止及び
被害者支援の充
実【第3次久留米
市DV対策基本
計画】

7 男女平等に関する市職員研修の実施【再掲】

45 医療機関に対する研修等の実施

多様な相談体制の検討（新規）

54 関係機関等との連携による被害者の安全確保

55 自立に向けた住まいの確保

56 住所情報保護措置による被害者の安全確保

49 相談関係機関ネットワークの効果的な運営

50 DV被害者に対する市職員の対応能力の維持・継承

51 障害者、高齢者、外国人を対象とした支援の充実

52 男性のための相談対応の検討（新規）

53

4 男女平等に関する調査研究事業の実施【再掲】

59 民間支援団体との協働によるDV被害者支援

49 相談関係機関ネットワークの効果的な運営【再掲】

57 「ワンストップ化のためのDV被害者相談共通シート」の活用による

DV被害者の安全な自立支援の推進

58 DV被害者の自立に向けた就業支援

施
策
２

性暴力の防止及
び被害者支援の
充実

25 職場におけるハラスメント防止の啓発【再掲】

63 相談・支援体制の充実

60 関係機関・団体等との連携及び児童虐待対応との連携強化（新規）

64 性暴力被害者支援体制の充実

65 学校内におけるハラスメント防止体制の充実

66 市職員セクシュアル・ハラスメント等の相談体制の充実

61 性暴力防止のための啓発

62 校区コミュニティ組織におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

施策の方向 施 策 具体的事業
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策１　ＤＶの防止及び被害者支援の充実　【第３次久留米市ＤＶ対策基本計画】

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

65 0

田主丸
総合支

所
― ―

北野総
合支所

― ―

城島総
合支所

― ―

三潴総
合支所

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

562 592

協働推
進部

123 108

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

42 118

教育部 0 0

教育部 ― ―

協働推
進部

0 0

協働推
進部

No42に
含む

No42に
含む

41

11月｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間にパネルを設置。
女性用トイレ等にDV防止カードを常設設置。

11月｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間に懸垂幕設置を行った。
DV防止啓発カードを各課窓口、共用トイレに設置している。

懸垂幕や支所入口にパネル等の設置を行い、啓発を行った。
DV防止カードを、市民福祉課窓口や女性用トイレなどに設置した。

11月の｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間に合わせ懸垂幕やパネル設
置を行った。また、DV防止カードを市民福祉課窓口や女性用トイレ等、
複数個所に設置している。

取組内容 実績

①新規設置場所を検討しつつ、DV
防止カードを設置する。

3月末現在、市内706箇所に設置

具体的事業 内容

ＤＶの理解促進と相談窓口の周知 多くの市民にＤＶの正しい理解を促すとともに相談窓口を広く周知するため、様々な啓発を行う。

①若年層を念頭に置いた啓発のツ
リーの設置

市民団体との協働で、オレンジ＆パープルツリーの設置や期間中の啓発
を行った。また、ゆめタウン久留米や西鉄久留米などにパープルツリー
を設置し、幅広い年代に啓発を行った。

②関連講座の実施

【パープルリボンキャンペーン】
・11月20日　上映会｢マルリナの明日｣(参加者109人)
・11月16日 ｢子どもに伝える体と性のはなし　自分も相手も大切に｣
　市民グループと共催、講師:橋本明子氏(参加者5人)
・11月16日  理論と実践ワーク｢女性のための護身術｣
　市民グループと共催、講師:橋本明子氏(参加22人)
・11月17日 ｢誰にでも起こりうるストーカー被害について｣
　講師:内澤旬子氏(参加者:27人)

具体的事業 内容

｢女性に対する暴力をなくす運動｣
に伴う啓発の実施(パープルリボン
キャンペーン)

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントなどの｢女性に対するいかなる暴力も許さない｣という意識を高
めるために、｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間に合わせて啓発等を行う。

取組内容 実績

校長会等で、教職員を対象とした
DV防止の理解促進を図る研修の実
施を促す。

人権･同和教育における短期研修において、｢『わかる･できる』を実感す
る人権･同和教育の視点に立った授業づくり｣という演題で、配偶者や障
害がある人、女性、子供へのDVや虐待などが近年増加していることに触
れながら、人権を尊重し、一人一人が大切にされる人間関係づくり、学
習活動づくりについての講話を行った。

②教職員を対象とした研修を実施
する。

・8月2日 教職員向け研修｢男女がともにのびやかに豊かに生きる新しい
まちづくりを目指して｣長門石小学校 参加者22人
・9月17日 教職員向け研修｢男女共同参画教育｣櫛原中学校 参加者17人

42

①保育所や幼稚園の職員を対象と
した研修を実施する。

・保育所･認定こども園･幼稚園･届出保育施設等の職員を対象に保育士に
よる園児虐待防止と対応について研修し、人権や男女平等について学ん
だ。(R6.10.21)
・主任保育士や中堅保育士を対象に虐待防止の研修を実施、また全職員
を対象に子どもの人権について研修し、男女平等を含む人権について学
んだ。(R6.7.24,R6.8.23,R6.12.4)

教職員を対象とした研修を実施す
る。

令和6年度教育課程実施状況調査において、デートDVを取り扱った学習に
ついて児童生徒に対する指導を行った小中学校は、45校であった。う
ち、外部講師を招聘・活用した授業を実施した学校も複数ある。また、
職員研修を行った小中学校は41校であった。

具体的事業 内容

幼稚園･保育所等、幼児に関わる職
員、教職員等学校関係者、保護者
等へのDV防止の理解促進

ＤＶの正しい理解を進め、男女平等や暴力防止の視点に立った教育が幼稚園や保育所、学校、地域
等あらゆる場で行われるよう研修や講座などを実施する。
また、被害に遭った時に速やかに相談につながるよう、相談窓口の周知を行う。

取組内容 実績

43

③地域・保護者を対象としたDV防
止啓発講座等を実施する。

・8月11日 ｢DV・性暴力がもたらすトラウマの影響｣参加者39人
・8月11日 ｢Teamその子｣上映とトーク　参加者50人
 ※DV・性暴力被害者支援ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の一部を公開講座として実施

②DV防止のパネル等の設置
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策１　ＤＶの防止及び被害者支援の充実　【第３次久留米市ＤＶ対策基本計画】

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

120 360

教育部 0 0

部 R6決算 R7予算

総務部 再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

0 ―

健康福
祉部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

0 208

子ども
未来部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

0 66

協働推
進部

2,444 3,608

若い年代から、暴力を容認しない意識を育成するために、民間支援団体と連携して中・高校生、専
門学校・大学生を対象としたデートＤＶ防止啓発講座を実施するとともに活用を促す。

44

具体的事業 内容

男女平等に関する市職員研修の実
施(DV研修)

人権尊重の視点に立ち、職員の意識を変革し、男女共同参画社会の実現に向けて主体的に行動する
職員を育成するために、市職員研修を実施する。
全職員への男女平等研修では、３年に１回テーマを｢DV｣として実施する。

取組内容 実績

中・高校生、専門学校・大学生を
対象とした、デートDV防止講座を
実施する。

市内の中学校3校で実施
延参加者469人

7
取組内容 実績

・階層別研修(参加者数)
・男女共同参画推進講演会
・研修推進者研修及び職場研修

再掲

校長会や教頭会、校内研修会など
で呼びかける。

令和6年度教育課程実施状況調査において、デートDVを取り扱った学習に
ついて児童生徒に対する指導を行った小中学校は、45校であった。う
ち、外部講師を招聘・活用した授業を実施した学校も複数ある。また、
職員研修を行った小中学校は41校であった。

具体的事業 内容

｢デートＤＶ防止啓発プログラム｣
を用いた若年層への啓発

45

・子育てサポートセンター職員対象
｢ドメスティック・バイオレンスについて｣受講者10人

児童虐待に関する市職員向けの研修や関係機関等への啓発を通して、面
前DVに関する理解の促進を図った。

具体的事業 内容

ＤＶが子どもに及ぼす影響への理
解の促進

面前ＤＶは子どもへの虐待にあたることやＤＶが子どもに及ぼす影響について、正しい理解を深め
るための啓発や研修等を実施する。

取組内容 実績46

・相談関係機関ネットワーク会議(構成団体に久留米医師会含む)にて研
修を実施　(11月21日)｢地方裁判所におけるDV被害者への支援について｣
講師:福岡地方裁判所久留米支部主任書記官　縄田光生氏
参加者:庁内33部局1外郭・その他関連団体、14庁外関係機関と6民間支援
団体

医療安全対策研修会では、人権研修を1つのテーマに設定し、久留米市公
式YouTubeチャンネル上で研修会と同じタイミングで視聴できる体制を
取っている。
令和6年度においては、改正障害者差別解消法が施行されたことにより合
理的配慮の提供が義務化されたことから、｢障害を理由とする差別の解消
に向けて｣と題した人権研修動画を配信したため、男女平等をテーマとし
た人権研修は実施できていない。

具体的事業 内容

医療機関に対する研修等の実施
医療関係者のＤＶに対する正しい理解を深め、被害者の早期発見・早期相談につながるよう｢医療関
係者向けＤＶ被害者対応マニュアル｣を活用して、市内の医療機関を対象に研修等を実施する。

取組内容 実績

相談窓口の周知を行う。
・外国人相談窓口と連携した周知
・相談機関ネットワーク会議等での周知

外国人を対象とした相談窓口の設
置の周知を行う。

・外国人へチラシ送付やイベントへの参加、相談機関ネットワーク会議
等を通じて相談窓口の設置の周知を行った。
R6.3.1現在在住の15歳以上外国人住民へ外国人相談窓口周知チラシ郵送
　令和6年度　相談件数:334件

具体的事業 内容

外国人を対象としたＤＶの正しい
理解の促進と相談窓口の周知

外国人を対象に、ＤＶを正しく理解するための啓発と被害に遭った場合の相談窓口の周知を行う。

取組内容 実績

・職務関係者等を対象とした研修
を実施する。

・医療機関を対象とした研修を実
施する。

47
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策１　ＤＶの防止及び被害者支援の充実　【第３次久留米市ＤＶ対策基本計画】

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

196 233

子ども
未来部

225 260

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

― ―

健康福
祉部

― ―

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

227 269

48
相談員の実務研修(スーパービジョ
ン)の実施

全9回実施。講師:石本宗子氏、坂本奈緒氏、富田伸氏、熊谷英之氏

相談員を対象とした研修に参加す
る。

県、民間支援団体等が実施する女性相談研修に参加した。

具体的事業 内容

相談員の技術向上 ＤＶ被害者に適切な支援が行えるよう、相談員に実務研修を行い、相談対応の技術向上を図る。

取組内容 実績

内容

ＤＶ被害者に対する市職員の対応
能力の維持・継承

市職員がＤＶ被害者に対し適切に対応できるよう、各種マニュアルを活用して対応能力の維持・継
承を図る。

具体的事業 内容

相談関係機関ネットワークの効果
的な運営

庁内及び庁外の関係機関で相談関係機関ネットワーク会議を開催し、ＤＶ被害者支援の連携強化を
図る。

取組内容 実績

関係部署や久留米警察署と連携し相談の受付や支援を行った。

・｢高齢のＤＶ被害者支援対応マ
ニュアル｣をもとに、課内研修を実
施する。
・虐待対応を行う中で、DVの事例
があれば必要に応じて連携する。

・チーム内で研修を実施し、周知を行った。
・関係部署や警察署とも連携し、支援を行った。

49

50

具体的事業 内容

障害者、高齢者、外国人を対象と
した支援の充実

障害者、高齢者、外国人等、様々な状況にあるＤＶ被害者に適切な支援ができるよう、関係課と連
携した対応を行う。また、窓口対応にあたっては、各マニュアルを活用し、適切に対応する。

取組内容 実績

取組内容 実績

・｢久留米市安全対策マニュア
ル｣、｢久留米市におけるＤＶ被害
者支援対応マニュアル｣を周知し、
庁内ネットワーク等を活用し研修
を促す。
・｢久留米市におけるＤＶ被害者支
援対応マニュアル｣をもとに、担当
課職員･関係機関・団体の研修を実
施する。
・委託先の相談機関に安全対策マ
ニュアルを周知する。

・11月21日 庁内・外相談関係機関ネットワーク会議
講義｢地方裁判所におけるDV被害者への支援について｣
講師:福岡地方裁判所久留米支部
　 　主任書記官　縄田光生氏
(参加者:庁内33部局1外郭・その他関連団体、14庁外関係機関と6民間支
援団体)

・令和6年度市職員男女平等研修でDVをテーマに実施(推進者研修、職場
研修)

51

・相談関係機関ネットワーク会議
を開催する。
・庁内、庁外ネットワーク会議及
び研修を開催する。

①6月20日 庁内相談関係機関ネットワーク会議(庁内33部局1外郭・その
他関連団体で構成)
②11月21日 庁内・外相談関係機関ネットワーク会議(庁内33部局1外郭・
その他関連団体、14庁外関係機関と6民間支援団体で構成)

実績

・男性相談の実施
・他自治体の情報収集を行う。

・毎月第4月曜日・16時～18時実施　事前予約制(相談件数　4件)
・他自治体の情報をインターネットや広報誌から情報収集を行った。

｢外国人のＤＶ被害者支援対応マ
ニュアル｣をもとに、課内研修を実
施する。

　男女問題研修に参加しその周知を行うことにより、課内において、外
国人のDV被害者支援も相談内容を確認し、適切な担当部署に繋げてい
る。また言語支援が必要な場合は、多言語映像通訳などの支援の対応も
行っている。また支援対応においての課内での共有はしている。

具体的事業 内容

男性のための相談対応の検討 男性のＤＶ被害やジェンダーに起因する生きづらさに対する相談対応について検討を行う。

52
取組内容

・｢障害のあるＤＶ被害者への支援
対応マニュアル｣をもとに、課内研
修を実施する。
・虐待対応を行う中で、DVの事例
があれば必要に応じて連携する。

具体的事業
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策１　ＤＶの防止及び被害者支援の充実　【第３次久留米市ＤＶ対策基本計画】

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

13 54

子ども
未来部

45 80

部 R6決算 R7予算

都市建
設部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

市民文
化部

― ―

子ども
未来部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

0 0

子ども
未来部

― ―

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

― ―

・県主催の県内のセンター連絡会議の中で情報収集を行った。
・県内外の機関が発行する発行物やインターネット等から情報収集を
行った。

具体的事業 内容

関係機関等との連携による被害者
の安全確保

県や警察署等の関係機関及び民間支援団体等と連携し、避難を希望するＤＶ被害者の安全を確保す
る。

具体的事業 内容

多様な相談体制の検討
ＤＶ被害の潜在化や深刻化を防ぐため、メールやＳＮＳ等を活用した多様な相談体制について検討
を行う。

取組内容 実績

母子緊急一時保護　1件
単身女性緊急保護　3件
女性相談支援センターへの相談　9件

具体的事業 内容

自立に向けた住まいの確保 ＤＶ被害者の自立に向けて、市営住宅を確保する。

取組内容 実績

【DV被害者支援システムづくりプロジェクト】
・ワーキンググループにてDV被害者支援対応マニュアルに係る調査研究
(3月26日)　｢DV被害者支援対応に関する庁内連携での課題について｣を検
討した。

・他自治体の情報を収集する。
・被害者の安全確保に向けた措置
を行う。

取組内容 実績

市営住宅の犯罪被害者等支援の必
要な世帯等枠と中間施設(ステップ
ハウス)の枠を確保する。

確保済み

(住民票登録外支援措置登録）新規件数　24件、継続件数　23件
(住基ロック証明書発行)　　 新規件数　47件、継続件数　112件

具体的事業 内容

必要に応じて関係部局と協議し、住所情報等の保護に関する見直しを
行った。

新規　173件
継続　395件

内容

住所情報保護措置による被害者の
安全確保

ＤＶ被害者の情報管理を徹底し、住所情報等の保護を行い、被害者の安全を確保する。

取組内容 実績

実績

ひとり親サポートセンターや公共
職業安定所と連携し、就職の支援
を行う。

対象者の状況や就労意向に応じて、ひとり親サポートセンターでの相談
支援等を実施した。

具体的事業 内容

ＤＶ被害者の経済的な自立を目指し、ひとり親サポートセンター等を活用した就業支援を行う。DV被害者の自立に向けた就業支援

・住所情報保護取り扱い規程の事
務担当課(シート:別表２)につい
て、各職場における保護すべき情
報の取り扱い基準を見直す。

必要に応じてワンストップシート
を作成する。
関係部局と連携して速やかに対応
することで、被害者の安全を確保
する。

発行件数0件

｢ワンストップ化のためのDV被害者
相談共通シート｣の活用によるDV被
害者の安全な自立支援の推進

｢ワンストップ化のためのDV被害者相談共通シート｣を活用してＤＶ被害者等が安全で迅速に必要な
支援を受け、自立することができるように、職員の対応能力の維持・継承を図る。

取組内容 実績

ワンストップシート発行件数:22件

56

57

具体的事業

53

54

55

・他自治体の情報収集を行う。
・必要な支援の整理

58 取組内容
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策１　ＤＶの防止及び被害者支援の充実　【第３次久留米市ＤＶ対策基本計画】

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

協働推
進部

650 650

子ども
未来部

2,834 5,993

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

子ども
未来部

― ―

4

59

DV・性暴力被害者サポーター養成講座を民間支援団体と連携して実施。
全17回受講者数延べ399人
同行支援業務委託の受託者として連携

民間支援団体の支援活動に対して補助を行った。
民間支援団体と適宜、意見交換をするなど連携強化を図った。

取組内容 実績

ＤＶ被害者支援について、民間支援団体と協議を行った。

各年度調査研究テーマを設定し、
男女共同参画の推進を行う。

再掲

具体的事業 内容

内容

ＤＶ被害者の適切な支援を目的として、民間支援団体と協働で被害者支援に取り組む。
また、民間支援団体への支援を継続して行う。

女性に対する暴力根絶のための男女平等に関する課題に対し、専門家によるワーキンググループを
設置し、調査研究を行う。

取組内容 実績

民間支援団体との協働によるDV被
害者支援

随時、関係機関と必要な情報を共有し、連携して支援を行った。

取組内容 実績

令和6年度　13回実施

・相談関係機関ネットワーク会議
を開催する。
・庁内ネットワーク会議及び研修
を開催する。
・｢ネットワークシート｣の見直し
を求める。

再掲

具体的事業 内容

関係機関・団体等との連携及び児
童虐待対応との連携強化（新規）

関係機関・団体と情報を共有するとともに、必要に応じてケース会議を行うなど、連携を強化す
る。
また、児童相談所等との連携体制を強化し、DVや児童虐待の早期発見に取り組み、適切な支援を行
う。

内容

相談関係機関ネットワークの効果
的な運営

庁内及び庁外の関係機関で相談関係機関ネットワーク会議を開催し、DV被害者支援の連携強化を図
る。

取組内容 実績

男女平等に関する調査研究事業の
実施

・民間支援団体への財政的支援
・DV被害者支援に対する民間支援
団体との連携

関係機関・団体やその他支援者
と、個別のケース会議を実施す
る。

49

60

具体的事業

具体的事業
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策２　性暴力の防止及び被害者支援の充実

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

№42に含
む

―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

商工観
光労働
部

再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

731 767

協働推
進部

― ―

子ども
未来部

287 384

具体的事業 内容

性暴力防止のための啓発
セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、人身取引などの性暴力は、女性に対する重大
な人権侵害であることや｢性の商品化｣の防止についての認識を深め、あらゆる性暴力を許さな
い社会の実現に向けて啓発を行う。

61

取組内容 実績

・性暴力防止啓発講座を実施する。
・性暴力被害者支援講座
・女性に対する暴力をなくすキャンペー
ン期間での講演、展示

【性暴力被害者支援講座】
・8月11日(公開講座)｢DV・性暴力がもたらすトラウマの影響｣
　講師:中島幸子氏　参加者39人
・8月11日(公開講座)｢Teamその子｣上映とトーク　参加者50人
　講師：｢Teamその子｣監督　友塚結仁氏、中島幸子氏
【パープルリボンキャンペーン】
・11月20日(上映会)｢マルリナの明日｣参加者109人
・11月16日｢子どもに伝える体と性のはなし自分も相手も大切に｣
　市民グループと共催　講師:橋本明子氏　参加者5人
・11月16日　理論と実践ワーク｢女性のための護身術｣
　市民グループと共催　講師:橋本明子氏　参加22人
・11月17日｢誰にでも起こりうるストーカー被害について—ストー
カー被害者への支援を考える｣　講師:内澤旬子氏　参加者27人

職場におけるハラスメント防止の啓発
職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するために、事業主や労働者を対象にした啓
発を行う。

25

62

具体的事業 内容

校区コミュニティ組織におけるセクシュ
アル・ハラスメント防止の啓発

まちづくりに多様な人材が参画できるよう、校区コミュニティ組織を対象とした男女共同参画
社会の実現やセクシュアル・ハラスメントの防止に対する研修を行うよう働きかける。

取組内容 実績

・｢まちづくり活動の手引き｣を活用し
て、各校区の役員等を対象に、男女共同
参画の推進やセクシュアル・ハラスメン
ト防止の研修を行う。
・校区コミュニティ組織へ出前講座の企
画を働きかける。

久まち協や校区等での意見交換および研修の実施　12回(387人)

具体的事業 内容

取組内容 実績

・セクハラ・パワハラ等防止を図るた
め、企業向けセミナーを開催
・商工労働ニュースへのセクハラ・パワ
ハラ・マタハラなどのハラスメント防止
の記事を掲載

再掲

63

①総合相談、性暴力相談、法律相談(女
性弁護士による面接のみ)を行う。
②庁内外との関係機関・団体との個別の
ケース会議やネットワーク会議を実施す
る。
③スーパービジョンを実施する。

①総合相談4,027件　性暴力相談63件　法律相談63件
②6月20日　庁内相談関係機関ネットワーク会議
　庁内33部局1外郭･その他関連団体で構成
②11月21日 庁内・外相談関係機関ネットワーク会議
　庁内33部局1外郭･その他関連団体、
　14庁外関係機関と6民間支援団体で構成
②ケース会議　13件
③全9回　講師:石本宗子氏、坂本奈緒氏、富田伸氏、熊谷英之氏

男女平等問題に関する研修等に積極的に
参加して専門知識の習得や対応スキルの
向上を図り、女性相談者の相談に適切な
対応を行う。

　男女平等問題に関する研修に参加し、専門知識や対応スキルの
向上を図ったとともに、相談機関ネットワーク会議に参加し、情
報の共有を行った。

具体的事業 内容

相談･支援体制の充実
性暴力被害に関する女性からの相談を受け、関係機関と連携しながら、早期の解決と回復に向
けた支援を行う。

取組内容 実績

婦人相談事業として、DVや離婚問題等女
性からの様々な相談に対し、必要に応じ
関係部局や機関と連携し支援を行う。

相談件数
1,109件(うちDV件数　745件)
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(施策の方向Ⅲ)女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策２　性暴力の防止及び被害者支援の充実

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

教育部 ― ―

部 R6決算 R7予算

総務部 0 0

性暴力被害者支援体制の充実
被害直後からの性暴力被害者を総合的に支援するため、関係機関・団体と連携した支援体制の
充実を図る。

64

具体的事業 内容

取組内容 実績

・性暴力被害者支援体制の構成団体から
なる連携会議を開催する
・相談ネットワーク会議において性暴力
に関する情報提供を行う
・ワンストップ共通シートを活用し、被
害直後からの支援強化を行う
・性暴力被害者支援カードを産婦人科・
警察等に設置する

①1月30日　性暴力被害者支援連携会議
久留米医師会、産婦人科医師会、福岡県弁護士会、久留米警察署
などで構成
支援の現状について情報交換
②6月20日　庁内相談関係機関ネットワーク会議　庁内33部局1外
郭･その他関連団体で構成
11月21日　庁内･外相談関係機関ネットワーク会議　庁内33部局1
外郭･その他関連団体、14庁外関係機関と6民間支援団体で構成
③ワンストップ共通シートR6年度発行0件
④性暴力被害者支援カード市内各所に設置

市職員セクシュアル・ハラスメント等の
相談体制の充実

市職員のセクシュアル・ハラスメント等の未然防止に向けた周知徹底と、利用しやすい相談員
制度などの整備に取り組む。

65

66

具体的事業 内容

学校内におけるハラスメント防止体制の
充実

学校内におけるハラスメントを防止するために、指導・助言を行うとともに、ハラスメント相
談員への研修を行うなど取組の充実を図る。

取組内容 実績

各学校のハラスメント相談員に対する研
修を実施する。

定例校長会、学校訪問時における周知、指導・助言を行うととも
に、ハラスメント相談員研修を実施した。

具体的事業 内容

取組内容 実績

・各部局や各施設に相談員を配置
・相談員に研修等を実施し、スキルアップ
を図る。
・職員任用時に防止体制や相談体制の周知
を徹底する。
・全庁メールや部間会議等により防止・相
談体制の周知

20部局59名(うち新任者8名)の相談員を任命するとともに、新任者
への研修を実施した。
各研修を通じ、相談体制の周知やセクシュアル・ハラスメント等
の未然防止に努めた。
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男女が自立し、生活できる社会づくり

決算額／予算額
　男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）
　○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
　　その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
　○事業を実施していない場合は、「－」とする

施策の方向Ⅳ

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

68 精神的な問題に関する正しい知識の普及啓発及び相談体制の充実

妊娠・出産・子育てに関する啓発と相談の充実

73 性感染症の相談・検査の充実

15 健康教育や性教育の指導の充実【再掲】

69 スポーツ機会の充実（新規）

70 生涯を通じての健康づくりの促進

Ⅳ
　
男
女
が
自
立
し

、
生
活
で
き
る
社
会
づ
く
り

施
策
１

生涯を通じた男
女の健康支援

71 介護予防の推進（新規）

72

52 男性のための相談対応の検討【再掲】（新規）

68 精神的な問題に関する正しい知識の普及啓発及び相談体制の充実【再掲】

70 生涯を通じての健康づくりの促進【再掲】

71 介護予防の推進【再掲】（新規）

74 子育て世代包括支援事業の実施（新規）

施
策
２

様々な困難を抱
える女性等が、
安全に安心して
暮らせる環境の
整備

75 ひとり親サポートセンター事業の実施（新規）

76 ひとり親家庭の自立に向けた支援の実施

77

80 母子生活支援施設の運営及び措置

81 生活自立支援センター事業の実施

82 子どもの学習・生活支援事業

ひとり親家庭日常生活支援の実施

78 ひとり親家庭の子どもの育み支援事業

79 子どもの共同養育に関する養育費履行の支援（新規）

55 自立に向けた住まいの確保【再掲】

86 障害者の相談支援体制の充実

87 本市に在住する外国人への相談・生活支援の充実

88 セクシュアル・マイノリティに関する啓発の推進と支援の検討

83 子ども食堂事業

84 犯罪被害者等への総合的な対応窓口による支援の実施（新規）

85 高齢者の相談支援体制の充実

施策の方向 施 策 具体的事業
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(施策の方向Ⅳ)男女が自立し、生活できる社会づくり

施策１　生涯を通じた男女の健康支援

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

15 30

子ども
未来部

948 6,637

健康福
祉部

― ―

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

― ―

部 R6決算 R7予算

市民文
化部

800 800

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

336,509 380,724

67

68

具体的事業 内容

生涯にわたる心身の健康づくりに関する学
習機会と情報の提供

女性の心身の健康に関し自己管理ができるように、思春期・成熟期・更年期・高齢期といっ
たライフステージに応じた健康に関する講座の開催や情報提供、相談体制の充実を図る。
また、男女が互いの身体的性差に応じた健康についての理解を深めるための取組を進める。

取組内容 実績

具体的事業 内容

・健康の維持や増進のための健康管理につ
いての講座を開催する。
・関連書籍を収集し、情報提供に努める。

3月1日｢共に学ぼう語ろう性のこと｣With看護大学生
第1部講演｢子どもと語ろう性について～特別視しないで性教
育｣講師：加藤陽子氏
第2部授業体験｢『好き』って気持ちって何だろう～看護大学生
と考えよう～｣久留米大学医学部看護学科サークルレピーフ参
加者29人

・女性の健康相談を実施する。
・思春期保健意見交換会を実施する。
・思春期保健出前講座を実施する。
・プレコンセプションケア講演会及び出前
講座を実施する。
・AMH検査費助成制度を開始

・女性の健康相談:相談会は申込者がおらず開催はしていない
が電話相談14件、来所5件
・思春期保健意見交換会　１回開催、参加人数15人
・思春期保健出前講座　21校(小学校12校、中学校8校)
・プレコンセプションケア講演会
　R6年度　1回開催　参加人数86名
・プレコンセプションケア出前講座　3校(高校１校、大学2校)
・AMH検査費助成制度(R6年10月開始)55件

取組内容 実績

・こころの相談カフェを実施する。
・SOSの出し方教育を実施する。
・市民向けの講演会や普及啓発を行う。
・自殺のサインに早期に気付けるように、
ゲートキーパー研修を実施する。

・こころの相談カフェ69回実施　利用実人数180名
・ＳＯＳの出し方教育：市立中学校全17校、市立高等学校全2
校(生徒・教職員)、特別支援学校(教職員)
・市民向け講演会：こころの健康づくり講演会　参加121名
・ゲートキーパー研修105ヶ所

・まちかど健康相談
・健康なるほど講座
・健康なっとく相談

・まちかど健康相談　実施回数10回　相談件数616件
・健康なるほど講座　実施回数174回　参加者数3,607人
・健康なっとく相談　実施回数75回　参加人数2,492人

精神的な問題に関する正しい知識の普及啓
発及び相談体制の充実

ジェンダーに基づく様々な生きづらさに対する相談体制の充実を図るとともに、自殺や精神
疾患の正しい認識と偏見をなくす取組を進める。

具体的事業 内容

スポーツ機会の充実（新規）
性別や世代にかかわりなく、運動の機会の充実を図るための環境整備を行い、生涯を見通し
た健康な体づくりに取り組む。

取組内容 実績

69

70

取組内容 実績

・各種がん検診を行う。

以下の受診率は、第3期健康くるめ21計画に基づき算出。
第4次男女共同参画行動計画上の成果指標は、第2期健康くるめ
21計画に基づき算出したものであり、以下の数値とは異なる。
（R6　男女共通）
胃がん検診5.1％、大腸がん検診7.3％、肺がん検診8.1％
（R6　女性のみ）
乳がん検診15.6％、子宮頸がん検診17.9％

ライフステージに応じたスポーツ教室の実
施

　仕事や家事等で忙しい世代のスポーツ機会の充実のため、日
頃運動していない方や若い世代を対象として運動習慣づくり事
業を実施した。またその他、体育施設等の指定管理者や競技団
体、総合型地域スポーツクラブ等によるスポーツ教室も実施さ
れている。
・運動習慣づくり事業:実施日数延べ40日 参加者数延べ809人

具体的事業 内容

生涯を通じての健康づくりの促進
女性のライフステージに応じた健康支援を行うとともに、女性特有のがんなどの疾病の予防
に取り組む。
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(施策の方向Ⅳ)男女が自立し、生活できる社会づくり

施策１　生涯を通じた男女の健康支援

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

10,341 21,938

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

271,291 303,849

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

― ―

部 R6決算 R7予算

教育部 再掲 再掲

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

再掲 再掲

具体的事業 内容

介護予防の推進（新規）
介護予防の講座の開催、周知・啓発や主体的な介護予防活動の支援を行うことにより、高齢
の女性の骨折や転倒などによる心身機能の低下や認知症の予防に取り組む。

取組内容 実績

71

72

取組内容 実績

・妊婦健診を実施する。
・乳幼児の身長・体重測定、育児健康相
談、栄養相談を通して、子育てを支援す
る。
・ゆったり子育て相談会を実施する。
・不妊相談ダイヤルによる相談を実施

・妊婦健診は基本健診や超音波検査等14回分の助成を行ってお
り、県等と連携し、今後の妊婦健診内容の拡充について協議を
行った。
【受診率】妊婦健診97.1%、4か月健診99.4%、
　10か月健診92.7%、1歳6か月健診94.6%、3歳児健診95.7%
【ゆったり子育て相談会】46回参加599人
【不妊相談ダイヤルによる相談】14件

介護予防教室の実施

介護予防の啓発

【介護予防教室】
・にこにこステップ運動＆スロージョギング教室教室
　実69人、延べ699人(6会場)
・口からはじまる健康長寿講座:55人(6会場)
・リズムで座ってストレッチ(座トレ)
　教室型　実112人 延べ711人(6会場)
【介護予防の啓発】
・認知症講演会：集合型1回(500人)
・ものわすれ予防検診(101名)
・認知症チェックと予防教室:実134人 延べ499人
・認知症介護電話相談：41件

具体的事業 内容

妊娠・出産・子育てに関する啓発と相談の
充実

安心して出産し子育てができるよう、出産前から出産後まで一貫した健康支援を行う。妊娠
から出産、育児についての正しい知識の習得と、妊婦同士や子育て中の親同士の交流を進め
る取組を行う。その他、妊娠を希望する夫婦に対して、不妊治療の支援を引き続き実施す
る。

具体的事業 内容

性感染症の相談・検査の充実
ＨＩＶなどの性感染症に関する啓発の推進と相談・検査体制を充実させ、早期の相談・受診
を促す。
また、性感染症の理解を広げるため、様々な機会を利用して啓発を行う。

取組内容 実績
73

15 取組内容 実績

学習指導要領に基づいた、健康教育や性教
育に係る教科や学級活動、総合的な学習の
時間等における男女共同参画教育の実施

再掲

・毎週水曜日(祝日除く)にHIV・性感染症
の検査及び相談を実施する。
・6月のHIV検査普及啓発週間、12月の世界
エイズデーに合わせて臨時の即日検査を実
施する。
・啓発のチラシを配布する。

・毎週水曜日のHIV・性感染症検査の実施
・臨時即日検査　6月・11月・12月
　⇒検査件数283件(うち臨時検査52件)、相談件数592件

具体的事業 内容

健康教育や性教育の指導の充実
児童・生徒の発達段階に応じた健康教育や性教育が行えるよう、男女共同参画教育やセク
シュアル・マイノリティの視点を踏まえた指導の充実を図る。

具体的事業 内容

男性のための相談対応の検討（新規） 男性のＤＶ被害やジェンダーに起因する生きづらさに対する相談対応について検討を行う。

取組内容 実績
52

・男性相談の実施 再掲
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(施策の方向Ⅳ)男女が自立し、生活できる社会づくり

施策１　生涯を通じた男女の健康支援

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

― ―

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

336,509 380,724

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

再掲 再掲

68 取組内容 実績

・こころの相談カフェを実施する。
・SOSの出し方教育を実施する。
・市民向けの講演会や普及啓発を行う。
・自殺のサインに早期に気付けるように、
ゲートキーパー研修を実施する。

・こころの相談カフェ69回実施　利用実人数180名
・SOSの出し方教育　市立中学校全17校
　市立高等学校全2校(生徒・教職員)、特別支援学校(教職員)
・市民向け講演会　こころの健康づくり講演会　参加121名
・ゲートキーパー研修105ヶ所

具体的事業 内容

精神的な問題に関する正しい知識の普及啓
発及び相談体制の充実

男性が相談しやすい体制の整備を図るとともに、働く場において心身ともに健康でやりがい
を持つことができるよう、ワーク・ライフ・バランスやメンタルヘルスの意識向上等につい
て、事業所等と連携した取組を進める。
また、自殺や精神疾患の正しい認識と偏見をなくす取組を進める。

具体的事業 内容

生涯を通じての健康づくりの促進 男性に疾患が多い生活習慣病の発症や重症化の予防対策と健康の増進に取り組む。

取組内容 実績

70

71
取組内容 実績

介護予防教室の実施
介護予防の啓発

再掲

・各種がん検診を行う。

以下の受診率は、第３期健康くるめ21計画に基づき算出。
第4次男女共同参画行動計画上の成果指標は、第2期健康くるめ
21計画に基づき算出したものであり、以下の数値とは異なる。
（R6　男女共通）
　胃がん検診5.1％、大腸がん検診7.3％、肺がん検診8.1％
（R6　女性のみ）
　乳がん検診15.6％、子宮頸がん検診17.9％

具体的事業 内容

介護予防の推進（新規）
介護予防の講座の開催、周知・啓発や主体的な介護予防活動の支援を行うことにより、高齢
の男性の脳卒中や心臓病などによる心身機能の低下や認知症の予防に取り組む。
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(施策の方向Ⅳ)男女が自立し、生活できる社会づくり

施策２　様々な困難を抱える女性等が、安全に安心して暮らせる環境の整備

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

1,014 1,609

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

3,658 3,867

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

①
55,029

②
3,658
③

122,954

①
65,309

②
3,867
③

123,000

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

1,601 1,615

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

11,880 11,880

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

695 1,259

74

・就業支援(就業相談)の実施
・就業支援講習会の実施

取組内容

内容

ひとり親等の保護者に対し、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫
した就業支援サービスを実施する。

実績

来所相談件数：324件
電話・メール相談件数：452件
SNS相談件数：968件
就業支援講習会：9講座 77名受講

具体的事業

ひとり親サポートセンター事業の実施
（新規）

75

・妊娠期から出産・子育て期まで、保護者や
18歳までの児童の相談に対応する。

取組内容

内容

妊娠期から出産・子育て期まで、保護者や18歳までの児童の相談に対応し、切れ目のない
支援を行う。また、身近な場所での相談体制を充実するとともに、その相談に対して地
域・民間・NPO等と連携した支援を行う。

実績

令和6年度相談件数合計1,308件
(内訳)母子保健に関すること　　620件
　　　子育てに関すること　　　530件
　　　保護者自身に関すること　158件

具体的事業

子育て世代包括支援事業の実施（新規）

76

77

①各種給付金を支給する。
・高等職業訓練促進給付金等事業
・自立支援教育訓練給付金事業
・高卒認定試験合格支援事業
②ひとり親サポートセンターによる就業支援
③母子父子寡婦福祉資金貸付事業を実施す
る。

取組内容

内容

ひとり親家庭の保護者の就職に有利な資格取得のための給付金等の支給や自立のための貸
し付けを行う。

実績

①各種給付金の支給
　・高等職業訓練促進給付金
　　支給者数:新規26人、継続24人、修了12人
　・自立支援教育訓練給付金　支給者数：5人
　・高卒認定試験合格支援事業　支給者数：１人
②ひとり親サポートセンターでの就職決定者数：56人
③新規貸付件数：123件

具体的事業

ひとり親家庭の自立に向けた支援の実施

ひとり親家庭の保護者が、急な病気や残業の
ときなどにヘルパーを派遣して家事を行う。

取組内容

内容

一時的に生活援助が必要な場合又は日常生活を営むのに大きな支障が生じている場合の生
活安定を図るため、家庭生活支援員の派遣を行う。

実績

・派遣世帯数：9世帯
・派遣回数：275回
・派遣延べ時間：543時間

具体的事業

ひとり親家庭日常生活支援事業の実施

78

・養育費に関する公正証書などの作成費用を
助成する。
・養育費保証契約をするための保証料を助成
する。

取組内容

内容

離婚後の養育費履行の確保について、公正証書作成費用や養育費保証契約をするための保
証料の助成などの支援を行い、子どもの経済的・社会的自立を図る。

実績

公正証書等作成支援事業：33人
養育費保証支援事業：0人
養育費セミナー・個別相談会　2回開催

具体的事業

子どもの共同養育に関する養育費履行の支援
（新規）

79

子どもの居場所づくり事業を実施し、生活習
慣の習得する機会を提供する。

取組内容

内容

ひとり親家庭等の子どもに対し、放課後から夜間にかけて、子どもの居場所となる拠点の
設置あるいは家庭の訪問により、学習支援、生活支援、食事の提供を行う。

実績

【拠点型】開所:146日　利用者延べ:1,165人
【派遣型】開所:123日　利用者延べ:57人

具体的事業

ひとり親家庭等の子どもの育み支援事業
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(施策の方向Ⅳ)男女が自立し、生活できる社会づくり

施策２　様々な困難を抱える女性等が、安全に安心して暮らせる環境の整備

部 R6決算 R7予算

都市建
設部

― ―

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

4,690 8,687

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

55,526 63,656

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

13,875 16,430

部 R6決算 R7予算

子ども
未来部

3,445 5,980

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

171 203

55

母子生活支援施施設の運営を行い、入所者を
受け入れる。

取組内容

内容

母子家庭の母と児童を共に保護し、入所者に寄り添って自立に向けた生活支援を行う。

実績

新規入所者　1世帯　 2人
年間入所者　5世帯　16人

具体的事業

母子生活支援施設の運営及び措置

80

別枠募集を実施する。

取組内容

内容

市営住宅の定期募集の際、母子・父子家庭や高齢者・障害者世帯を対象とした別枠募集を
実施し、住まいの確保につなげる。

実績

別枠募集実績(犯罪被害者枠除く)
5月:6戸、9月：10戸、2月:10戸

具体的事業

自立に向けた住まいの確保

こども食堂事業

81

子どもの学習環境等を整えるためのアウト
リーチ型支援、学習支援等を実施する居場所
型支援を実施する。

取組内容

内容

生活困窮世帯等の子どもを対象に、学習支援や日常的な生活習慣、仲間と出会い活動がで
きる居場所づくり、学習に関する相談など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行う。

実績

アウトリーチ型：63世帯(89名)を支援
居場所型：9.1人が利用

具体的事業

子どもの学習・生活学習支援事業

82

困りごとに沿った相談対応を行う。
支援プランの提供を行う。

取組内容

内容

生活の困りごとや不安などの相談に対して、具体的な支援プランを作成し、各機関と連携
しながら、自立に向けた伴走型の支援を行う。

実績

新規相談件数：1,181件
支援プラン作成：896件

具体的事業

生活自立支援センターの事業の実施

83

・各警察署犯罪被害者支援協議会と連携した
対応を行う。
・福岡犯罪被害者支援センター筑後窓口等の
周知啓発を行う。

取組内容

内容

犯罪被害者の総合的対応窓口を設け、被害に遭われた方に必要な手続きや適切な相談機関
の案内を行うことで、早期の回復や自立に向けた支援につなげる。

実績

・相談件数：8件
・関係機関会議、職員研修の開催
・ポスター、チラシ、ホームページ、広報久留米による周知
啓発の実施

具体的事業

犯罪被害者等への総合的な対応窓口による支
援の実施（新規）

84

こども食堂を運営する団体に補助金を交付す
る。
運営団体と意見交換会を行う。

取組内容

内容

家庭での食事摂取が十分でない子どもへの食事の提供をする場、地域で子どもが高齢者な
どと交流する場や子どもの居場所となるこども食堂を支援し、地域での拡大を図る。

実績

補助交付団体数：17団体
意見交換会　　：1回実施

具体的事業
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(施策の方向Ⅳ)男女が自立し、生活できる社会づくり

施策２　様々な困難を抱える女性等が、安全に安心して暮らせる環境の整備

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

― ―

部 R6決算 R7予算

健康福
祉部

103,317 113,137

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

部 R6決算 R7予算

協働推
進部

― ―

協働推
進部

― ―

協働推
進部

― ―

協働推
進部

― ―

男女平等啓発講座においてセクシュアル・マ
イノリティを含む人権問題への啓発を行う。

具体的事業

高齢者の相談支援体制の充実

やさしい日本語と英語、フィリピン語、ベトナム語、ネパー
ル語、中国語、韓国語、インドネシア語の7か国語の外国人向
け生活情報ガイドをHPに掲載し、税金、年金、健康保険、ご
みの出し方や災害時の対応等についての生活情報を提供して
いる。
　令和6年度から外国人向け出前講座を開始し、外国人に生活
のことで知りたい情報の提供に努めた。

具体的事業

本市に在住する外国人への相談・生活支援の
充実

85

基幹相談支援センターをはじめとする相談機
関で、総合相談の対応を行う。

取組内容

内容

障害者やその家族からの相談体制の充実を図り、障害の有無に関わらず、誰もがその人ら
しく安心して暮らし続けることができるよう支援を行う。

実績

令和6年度　相談件数：12,770件(R7.3月まで)

具体的事業

障害者の相談支援体制の充実

86

地域包括支援支援センター等の相談窓口で高
齢者本人、家族や支援者からの相談に対応す
る。
高齢者虐待に対して、解消に向け支援する。
生活の自立支援を目的として、成年後見制度
の市長申し立てを実施する。
介護者の負担軽減のため家族介護教室を実施
認知症にな関する相談を、認知症家族の介護
経験があるスタッフが電話で受ける。

取組内容

内容

高齢者やその家族が、地域で安心して暮らし続けることができるように、相談窓口を啓発
するとともに、権利擁護などの適切な支援を行う。

実績

【認知症介護電話相談】
 開催51回、相談41件

87

セクシュアル・マイノリティの人に必要な支
援の研究を行う。

取組内容

内容

SOGI(性的指向・性自認)を正しく理解し、セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)に対
する偏見や差別を解消するための啓発を推進する。
また、必要な支援について調査・研究を行う。

実績

県パートナーシップ宣誓制度を活用した行政サービスの実施
や調査、当事者等による交流会等を行った。市民啓発を進め
るため、講演会や広報紙等でセクシュアル・マイノリティの
人権問題について発信した。

具体的事業

セクシュアル・マイノリティに関する啓発の
推進と支援の検討

88

男女共同参画をテーマとする出前講座の中でセクシュアル・
マイノリティを含む人権問題への啓発を行った。

男女共同参画をテーマとする出前講座を4校区で計4回実施
し、講座の中でセクシュアル・マイノリティを含む人権問題
への啓発を行った。

展示室でセクシュアル・マイノリティのパネ
ルを展示する。

展示室でセクシュアル・マイノリティのパネルを展示すると
ともに、学校や行政、地域や企業・団体等が実施する人権研
修では、セクシュアル・マイノリティを含む人権問題への啓
発を行った。

・市内に在住する外国人からの相談に対応す
る。
・やさしい日本語で生活情報ガイドを提供す
る。

取組内容

内容

外国人が抱える課題や問題などの把握に努め、相談窓口の周知を図る。
また、在住外国人支援団体や国際交流団体等との意見交換の場を設け、在住外国人や留学
生などの現状やニーズの把握に努め、支援の検討を行う。

実績
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４　部局別具体的事業一覧

16 審議会等への女性の登用の推進

36 市職員のワーク･ライフ･バランスの推進

41 ＤＶの理解促進と相談窓口の周知

全庁 1 男女平等の視点に立った市行政刊行物の作成

7 男女平等に関する市職員研修の実施（ＤＶ研修）

9 久留米女性憲章制定を記念した久留米女性週間事業の実施

総務部 7 男女平等に関する市職員研修の実施（ＤＶ研修）

17 市女性職員の役職者等への登用の推進

21 競争入札参加登録事業者に対する男女共同参画の意義の周知・啓発

42 「女性に対する暴力をなくす運動」に伴う啓発の実施(パープルリボンキャンペーン)

50 ＤＶ被害者に対する市職員の対応能力の維持・継承

57
「ワンストップ化のためのＤＶ被害者相談共通シート」の活用によるＤＶ被害者の
安全な自立支援の推進

協働推進部 2 男女平等に関する広報・啓発の充実

3 男女平等の視点に立った情報の収集と提供

4 男女平等に関する調査研究事業の実施

33 防災活動における女性参画の推進

36 市職員のワーク・ライフ・バランスの推進

66 市職員セクシュアル・ハラスメント等の相談体制の充実

9 久留米女性憲章制定を記念した久留米女性週間事業の実施

10 男女平等を推進する市民活動団体への支援と協働

11 校区等における男女平等学習の実施

5 男女平等意識啓発のための講座等の開催

6 若年層に対するセミナーの開催

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発（男性に対する啓発の推進）

31 地域の女性人材等の育成

32 地域活動での男女共同参画の促進

41 ＤＶの理解促進と相談窓口の周知

20 政策・方針決定過程における女性人材の育成

22 女性の就業を支援するための人材育成

29 女性の起業促進

45 医療機関に対する研修等の実施

42 「女性に対する暴力をなくす運動」に伴う啓発の実施(パープルリボンキャンペーン) 

43
幼稚園・保育所等、幼児に関わる職員、教職員等学校関係者、保護者等へのＤＶ防止の
理解促進

44 「デートＤＶ防止啓発プログラム」を用いた若年層への啓発
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46 ＤＶが子どもに及ぼす影響への理解の促進

47 外国人を対象としたDVの正しい理解の促進と相談窓口の周知

51 障害者、高齢者、外国人を対象とした支援の充実

52 男性のための相談対応の検討（新規）

53 多様な相談体制の検討（新規）

48 相談員の技術向上

49 相談関係機関ネットワークの効果的な運営

50 ＤＶ被害者に対する市職員の対応能力の維持・継承

59 民間支援団体との協働によるDV被害者支援

60 関係機関・団体等との連携及び児童虐待対応との連携強化（新規）

61 性暴力防止のための啓発

54 関係機関等との連携による被害者の安全確保

56 住所情報保護措置による被害者の安全確保

57
「ワンストップ化のためのＤＶ被害者相談共通シート」の活用によるＤＶ被害者の
安全な自立支援の推進

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

84 犯罪被害者等への総合的な対応窓口による支援の実施（新規）

87 本市に在住する外国人への相談・生活支援の充実

62 校区コミュニティ組織におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

63 相談・支援体制の充実

64 性暴力被害者支援体制の充実

11 校区等における男女平等学習の実施

30 男性の生活的自立のための講座の実施及び家事・育児・介護の参画促進

56 住所情報保護措置による被害者の安全確保

88 セクシュアル・マイノリティに関する啓発の推進と支援の検討

市民文化部 3 男女平等の視点に立った情報の収集と提供

5 男女平等意識啓発のための講座等の開催

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

68 精神的な問題に関する正しい知識の普及啓発及び相談体制の充実

70 生涯を通じての健康づくりの促進

69 スポーツ機会の充実（新規）

健康福祉部 45 医療機関に対する研修等の実施

51 障害者、高齢者、外国人を対象とした支援の充実

82 子どもの学習・生活支援事業

85 高齢者の相談支援体制の充実

86 障害者の相談支援体制の充実

71 介護予防の推進（新規）

73 性感染症の相談・検査の充実

81 生活自立支援センター事業の実施
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38 保育所待機児童の解消

39 多様な保育サービスの提供

40 学童保育所の充実

子ども
未来部

12 男女平等保育の実施及び情報提供

30 男性の生活的自立のための講座の実施及び家事・育児・介護の参画促進

37 ファミリー・サポート・センター事業の充実

54 関係機関等との連携による被害者の安全確保

56 住所情報保護措置による被害者の安全確保

57
「ワンストップ化のためのＤＶ被害者相談共通シート」の活用によるＤＶ被害者の
安全な自立支援の推進

43
幼稚園・保育所等、幼児に関わる職員、教職員等学校関係者、保護者等への
ＤＶ防止の理解促進

46 ＤＶが子どもに及ぼす影響への理解の促進

48 相談員の技術向上

63 相談・支援体制の充実

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

72 妊娠・出産・子育てに関する啓発と相談の充実

58 ＤＶ被害者の自立に向けた就業支援

59 民間支援団体との協働によるDV被害者支援

60 関係機関・団体等との連携及び児童虐待対応との連携強化（新規）

77 ひとり親家庭日常生活支援の実施

78 ひとり親家庭等の子どもの育み支援事業

79 子どもの共同養育に関する養育費履行の支援（新規）

74 子育て世代包括支援事業の実施（新規）

75 ひとり親サポートセンター事業の実施（新規）

76 ひとり親家庭の自立に向けた支援の実施

27 女性認定農業者の増加促進と家族経営協定の推進

34 農業者へのワーク・ライフ・バランスに関する啓発の充実

商工観光
労働部

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発（男性に対する啓発の推進）

80 母子生活支援施設の運営及び措置

83 子ども食堂事業

農政部 26 農業分野における男女共同参画施策の推進

25 職場におけるハラスメント防止の啓発

28 商工自営業者に対する男女共同参画社会の意義の周知・啓発

29 女性の起業促進

19 商工団体の方針決定の場への女性登用の促進

23 事業所及び労働者に対する男女雇用機会均等法等の周知や女性の活躍に関する支援

24 非正規労働者に対する権利の周知や理解促進

35 仕事と家庭の両立支援のための企業等への啓発及び支援の充実
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教育部 13 男女共同参画教育の推進

都市建設部 55 自立に向けた住まいの確保

各総合支所 5 男女平等意識啓発のための講座等の開催

14 制服の選択制の検討（新規）

15 健康教育や性教育の指導の充実

43
幼稚園・保育所等、幼児に関わる職員、教職員等学校関係者、保護者等への
ＤＶ防止の理解促進

30 男性の生活的自立のための講座の実施及び家事・育児・介護の参画促進

41 ＤＶの理解促進と相談窓口の周知

44 「デートＤＶ防止啓発プログラム」を用いた若年層への啓発

65 学校内におけるハラスメント防止体制の充実

農業委員会
事務局

18 農業委員への女性参画促進
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第２部 女性の現状に関する統計資料 
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Ⅰ 人 口  
 

１．人口の変化 

（１）久留米市の人口 

  久留米市の人口は、平成 24 年以降、増加傾向で推移していたが、平成 28 年をピークに減少

している。また、男女比については、女性の割合が男性を上回っている。 

 

 

 

 

※住民基本台帳法の改正により、平成 24 年以降は外国人を含む。 

資料出所：「住民基本台帳月報」（毎年 10 月 1日時点） 

図表Ⅰ－１ 人口推移（市） 
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（２）少子高齢化の現状 

久留米市では、平成 12年から老年人口が年少人口を上回るようになり、その差は年々広がる

とともに、生産年齢人口の減少が続いている。全国の合計特殊出生率は平成 27年以降低下を続

け、令和６年には 1.15と過去最低を記録した。久留米市の合計特殊出生率は、全国や福岡県に

比べやや高い水準で推移している。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳法の改正により、平成 24 年以降は外国人を含む。  

資料出所：「住民基本台帳月報」（毎年 10 月 1日時点） 

     

図表Ⅰ－ ２ 年齢３区分の構成比の推移（市） 

図表Ⅰ－ ３ 合計特殊出生率の推移 

資料出所：市子ども政策課 
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Ⅱ 労 働  
 

１．女性の就業状況 

女性の就業率（15～64歳女性）は、増え続けている。また、女性の年齢階級別正規雇用比率を

みると、25～29歳の 60.3％をピークとし、年代が上がるとともに低下するＬ字カーブを描いてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅱ－１ 女性の年齢階級別正規雇用比率（令和６年）（国） 

図表Ⅱ－２ 女性就業率の推移（男女、令和６年）（国） 

資料出所：内閣府「令和７年版男女共同参画白書」 
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２．男女間賃金格差 

福岡県における所定内給与額（令和６年）は、女性 255,400 円、男性 341,000 円となっている。

また、男性の給与水準を 100とした場合の女性の給与水準は74.9となっている。男女間の格差は、

30 歳代から 60 歳代が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※所定内給与：きまって支給する給与（毎月、就業規則、労働協定などであらかじめ定められた算定方法によって 

算定される給与）のうち、超過労働給与を除いたもの       
 

図表Ⅱ－３ 男女年齢階級別の所定内給与額と男女間格差（福岡県） 

資料出所：福岡県男女共同参画推進課「（厚生労働省）令和６年賃金構造基本統計調査」 

令和６年（福岡県）
所定内給与額

（女性）
所定内給与額

（男性）
男女間格差

19以下（歳） 192.0 200.7 95.7

20-24 220.3 225.3 97.8

25-29 245.1 273.1 89.7

30-34 256.3 297.9 86.0

35-39 261.6 346.2 75.6

40-44 269.7 352.5 76.5

45-49 271.0 397.1 68.2

50-54 270.9 398.8 67.9

55-59 272.9 420.7 64.9

60-64 240.9 317.7 75.8

65-69 212.2 290.8 73.0

70～ 230.3 238.5 96.6

全体 255.4 341.0 74.9

－　46　－



３．農業従事者に占める女性の割合 

久留米市の農業従事者における女性の割合は４割を超えて推移しており、女性は農業経営にお

いて重要な役割を担う存在であるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家族経営協定は、農業経営を行う上での、労働報酬、休日、労働時間、家事や農事の

役割分担について、家族内で取り決める取組であり、年々増加傾向にある。 

資料出所：市農政課 

52.6 52.8 52.9 53.0 54.5

47.4 47.2 47.1 47.0 45.5

0%

50%

100%

平12 17 22 27 令2 （年）

男性 女性

資料出所：農林業センサス（5年毎） 

図表Ⅱ－４ 農業従事者の性別構成比（市） 

図表Ⅱ－５ 農業における家族経営協定締結状況（市） 
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４．市職員における女性の割合 

久留米市職員における女性の割合は、平成５年の 21.6％から 16.6 ポイント増加し、令和７年

には 38.2％となっている。同様に市職員の役職者（管理・監督職）も平成５年の 6.0％から令和

７年には 29.1％と 23.1ポイント増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅱ－６ 久留米市職員の女性職員の割合の推移 

資料出所：市人事厚生課 
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Ⅲ 家庭・健康・福祉  
 

１．就学前児童の保育状況 

久留米市の就学前児童の保育の状況は、共働き世帯の増加等により、家庭での保育数は減少し、

保育所等で保育されている児童数の増加が続いていたが、少子化により平成 29年度から年々減少

している。年齢別にみると、0歳児においては 8割が家庭等で保育されているが、1歳児は約 6割、

2 歳児は約 7 割が保育所や認定こども園を利用している。また、3～5 歳児では 9 割以上が保育所

や認定こども園、幼稚園を利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ－２ 年齢別の通所状況（市） 

資料出所：「令和 7年度保健福祉事業概要」 

図表Ⅲ－１ 就学前児童の保育状況の推移（市） 
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２．生活習慣病予防健康診査・各種検診の受診状況 

（１）生活習慣病予防健康診査 

久留米市では、35歳から 39歳の人及び 40歳以上の人で各医療保険の被保険者・被扶養者に該

当しない人を対象に、特定健康診査に準じた内容で、生活習慣病予防健康診査を実施している。

例年、受診率は男性より女性が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子宮頸がん検診［女性］ 

久留米市では、平成 21年度から、女性特有のがん検診受診促進、がんの早期発見及び健康意識

の啓発のために、がん検診無料クーポン券事業を実施している。 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受診率 
20.5% 19.6% 20.0% 20.4% 18.2% 17.9% 

(20.6%) (16.0%) (20.4%) (25.6%) － － 

資料出所：市保健所健康推進課 

図表Ⅲ－４ 子宮頸がん検診（市） 

 

図表Ⅲ－３ 生活習慣病予防健康診査(市) 

 

※上段の受診率は、『第 3 期健康くるめ 21 計画』（令和 6 年度～）における算出方法にて、年度を遡って

算出したもの。 

 下段の受診率（括弧内数値）は、第 4 次久留米市男女共同参画行動計画（第 3 次ＤＶ対策基本計画）

の成果指標である『第 2 期健康くるめ 21 計画』の算出方法によるもの。 

資料出所：市保健所健康推進課 
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３．相談の状況 

（１）広聴・相談課一般相談 

広聴・相談課への一般相談は、男女別では女性の方が相談件数は多く、全体の 59.0%を占めて

いる。女性からの相談の内訳を見ると、「親族」、「近隣」、「不動産」の上位３項目で女性からの相

談全体の 46.7％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ－５ 広聴・相談課一般相談件数の推移（男女別、市） 

資料出所：市広聴・相談課 

 

図表Ⅲ－６ 広聴・相談課一般相談の内訳（令和６年度、市） 
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（２）男女平等推進センター相談 

久留米市男女平等推進センターが実施する女性のための総合相談件数は、令和 3 年度に大幅に

増加した。令和 6年度も高止まりの状況にある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合相談と法律相談の内訳                                          

総合相談では、夫婦に関する相談      

が 45.7％を占めている。次いで、   

健康に関する相談が多い。                                                                     

法律相談では、離婚に関する相 

談が最も多くなっている。 

また、総合相談の「夫婦」に関 

連する相談の中では、配偶者によ 

る暴力の相談が最も多い。配偶者 

による暴力の内容では、精神的暴 

力が多いが、これは他の暴力とも 

重なって起きている。 

  

 

 

 

図表Ⅲ－７ 男女平等推進センター相談件数の推移（市） 

図表Ⅲ－９ 法律相談の内訳（令和６年度） 

図表Ⅲ－８ 総合相談の内訳（令和６年度） 

 

資料出所：市男女平等推進センター 
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（３）女性相談（来訪者）                                                 

 家庭子ども相談課が実施する女性相談は 

近年、増加傾向にある。 

最も件数の多い相談区分は「家庭の問題」 

で 458件（92.7％）あり、そのうち「夫の 

暴力・酒乱」に関する相談が 229件 

（50.0％）となっている。 

 

  

 

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ－１２ 「本人の問題」内訳（令和６年度） 図表Ⅲ－１３ 「家庭の問題」内訳（令和６年度） 

資料出所：市家庭子ども相談課 

図表Ⅲ－11 女性相談件数（市） 

図表Ⅲ－１０ 「夫婦」に関連する相談の内訳（令和６年度） 

資料出所：市男女平等推進センター 

－　53　－



（４）母子父子寡婦福祉相談 

久留米市の母子父子寡婦福祉相談件数の推移において、最も件数の多い相談区分は「生活一般」

で 1,147件（78.9％）となっている。その中でも「家庭紛争」に関する相談が 60%を超える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ－１５「生活一般」の内訳（令和６年度） 

 

図表Ⅲ－１６｢児童｣の内訳(令和６年度) 

図表Ⅲ－１７｢生活援助｣の内訳(令和６年度) 

資料出所：市家庭子ども相談課 

図表Ⅲ－１４ 母子父子寡婦福祉相談件数の推移（市） 
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（５）子育て相談  

久留米市の子育て相談の総合件数は、令和 3年度以降増加していたが、令和 6年度はわずか

に減少している。相談方法としては、電話相談よりも面接による相談が多い。また、相談の内

訳は、電話相談・面接相談ともに「環境・育児」に関する相談が最も多い。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ－１９ 電話相談の内訳（令和６年度） 

図表Ⅲ－２０ 面接相談の内訳（令和６年度） 

図表Ⅲ－１８ 子育て相談の件数の推移（市） 

資料出所：市こども子育てサポートセンター 

課 
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４．児童相談・児童虐待対応の状況 

久留米市の児童相談対応件数は、増加傾向の数値で推移している。虐待の種類別対応件数は、

「心理的虐待」が最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」、「身体的虐待」の順とな

っている。また、主たる虐待者は実母が最も多い。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児童相談対応件数 2,806 3,180 3,423 4,059 

児童虐待対応件数 396 495 508 547 

図表Ⅲ－２２ 虐待の種類別対応件数（令和６年度） 

図表Ⅲ－２１ 児童相談・児童虐待対応の推移（市） 

資料出所：市家庭子ども相談課 

 

図表Ⅲ－２３ 虐待者別対応件数（令和６年度） 
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５．自殺の概要 

久留米市の自殺者数を男女別でみると、男性が多く、令和 6 年は女性の 1.6 倍となっている。

令和 6 年の年齢別では、男性は 40 歳代次いで 50 歳代、女性は 50 歳代が多い。原因・動機別で

は、男女とも健康問題が最も多く、次いで男性では家庭問題、女性では家庭問題、経済・生活問

題となっている。 

      

       

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表Ⅲ－２４ 男女別自殺者数の推移（市） 

図表Ⅲ－２５ 男女別・年齢別自殺者数の推移（市） 

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」 

（市保健所保健予防課） 

 
図表Ⅲ－２６ 男女別原因・動機別自殺者数（令和６年） 

注 原因動機別は複数計上のため自殺者数の合計とは異なる 

資料出所：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

（市保健所保健予防課） 
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Ⅳ 教 育  
 

１．教育機関における役職別男女の割合 

久留米市の令和７年 4 月 1 日現在における教諭等（主幹教諭・指導教諭・教諭）は、小学校、

特別支援学校で女性の割合が約 6 割程度であるのに対し、中学校、高等学校は約 4 割程度となっ

ている。中学校副校長・教頭は 41.2％であるが、校長の割合は 5.9％と役職が上がるほど女性の

割合は低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

図表Ⅳ－１ 学校における役職別男女の割合（市） 
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（数値は令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．教育段階別本務教員総数に占める女性の割合 

内閣府資料における令和６年度の教員に占める女性の割合は、教育段階が上がるほど、また役

職が上がるほど低くなっている。特に、中学校及び高等学校の校長に占める女性の割合は１割程

度となっている。また、大学・大学院の教授等に占める女性割合は２割未満となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表Ⅳ―２ 教育段階別本務教員総数に占める女性の割合（国） 
 
 
 

資料出所：内閣府「令和７年版男女共同参画白書」 

 

資料出所：市教職員課 
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Ⅴ 社会参画  
 

１．委員会・審議会等における女性登用状況 

  久留米市の審議会・委員会等の女性登用率は令和 7 年 4 月 1 日現在 44.4%となっており、国

の審議会等における女性登用率 42.0%（令和 6 年 9 月 30 日時点）を上回っている。また、久留

米市の法律・条例に基づく審議会・委員会等の女性登用率は、全国的にも高い数値となってお

り、令和 7年 4月 1日現在 45.7%。（令和 6年 4月 1日時点 全国の市区別 5位：全国平均 30.4%） 

 

図表Ⅴ－１地方自治法（１８０条の５）に基づく委員会等の女性登用状況(市) 

（令和 7年 4月 1 日現在） 

名     称 定数 
現 委 員 数 女性の比率 

女 男 計 (％) 

 教育委員会 5 3 2 5 60.0  

 選挙管理委員会 4 1 3 4 25.0  

 公平委員会 3 1 2 3 33.3  

 監査委員 4 0 4 4 0.0  

農業委員 24 5 19 24 20.8  

 固定資産評価審査委員会 12 4 5 9 44.4  

 

資料出所：市男女平等政策課 

 

 

 

図表Ⅴ－２ その他の審議会・委員会等の女性登用状況(市) 

（令和７年 4月 1 日現在） 

内  訳 審議会等数 
委員数（人） 登用率 

（％） 総数 女性 男性 

Ａ：法律・条例に基づくもの 77 1,084 495 589 45.7% 

Ｂ：要綱等に基づくもの 32    500 209 291 41.8% 

合計（Ａ＋Ｂ） 109 1,584 704 880 44.4% 

 

 資料出所：市男女平等政策課 
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資料出所：内閣府「令和７年版男女共同参画白書」 

図表Ⅴ－４ 審議会等における女性委員割合の推移（国） 

資料出所：市男女平等政策課 

図表Ⅴ－３ 審議会等における女性委員割合の推移（市） 
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審議会・委員会等への女性登用率一覧（市）
A.法律・条例に基づくもの 令和7年4月1日現在

審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率

1 久留米市総合計画審議会 31 13 18 41.9%

2 久留米市表彰審査委員会 10 5 5 50.0%

3 久留米市情報公開・個人情報保護審査会 7 4 3 57.1%

4 久留米市情報公開・個人情報保護審議会 5 3 2 60.0%

5 久留米市政治倫理審査会 9 5 4 55.6%

6 久留米市行政不服審査会 6 3 3 50.0%

7 久留米市職員表彰懲戒諮問委員会　　　 7 3 4 42.9%

8 久留米市非常勤職員等公務災害補償等認定委員会　　　　 7 4 3 57.1%

9 久留米市非常勤職員等公務災害補償等審査会 3 1 2 33.3%

10 久留米市職員公務災害補償等附加給付金審査会　　　　　　 8 4 4 50.0%

11 久留米市総合評価技術委員会 5 2 3 40.0%

12 久留米市防災会議 39 8 31 20.5%

13 久留米市水防協議会 18 4 14 22.2%

14 久留米市国民保護協議会 39 10 29 25.6%

15 久留米市消防団員懲戒諮問委員会 7 3 4 42.9%

16 久留米市人権啓発ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　　　　　　 17 9 8 52.9%

17 久留米市隣保館運営審議会　　　　　　　 15 6 9 40.0%

18 久留米市男女平等政策審議会　　　　 14 8 6 57.1%

19 久留米市男女平等推進委員 3 2 1 66.7%

20 久留米市男女平等推進ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　           　　　　　 13 6 7 46.2%

21 久留米市文化芸術振興審議会 10 4 6 40.0%

22 久留米市芸術奨励賞選考委員会　　　 15 8 7 53.3%

23 久留米市美術品収集委員会 5 2 3 40.0%

24 久留米市社会教育委員　　 10 5 5 50.0%

25 久留米市生涯学習ｾﾝﾀｰ運営委員会 16 8 8 50.0%

26 久留米市野中生涯学習センター運営委員会　 9 5 4 55.6%

27 久留米市文化財収蔵資料審議会　　　　　　　 8 4 4 50.0%

28 久留米市文化財専門委員会　　　　　　　　　　　 12 6 6 50.0%

29 久留米市文化財保存活用地域計画協議会　　　　　　 12 3 9 25.0%

30 久留米市ｽﾎﾟｰﾂ推進審議会　　　　　　　　　 17 7 10 41.2%

31 久留米市立図書館協議会　　　　　　 16 9 7 56.3%

32 久留米市民生委員児童委員推薦会 14 8 6 57.1%

33 久留米市社会福祉審議会 36 19 17 52.8%

34 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会 14 4 10 28.6%

35 久留米市障害支援区分認定審査会 34 15 19 44.1%

36 久留米市障害者差別解消調整委員会 6 3 3 50.0%

37 久留米市老人ﾎｰﾑ入所判定委員会 7 4 3 57.1%

38 久留米市地域包括支援センターの運営に関する協議会 16 6 10 37.5%

39 久留米市介護認定審査会　　　　　　　　 72 33 39 45.8%

40 久留米市感染症診査協議会 9 5 4 55.6%

41 久留米市予防接種健康被害調査委員会 11 5 6 45.5%

42 久留米市小児慢性特定疾病審査会 6 3 3 50.0%

43 久留米市子ども・子育て会議　 26 12 14 46.2%

44 久留米市養護児審査会 21 12 9 57.1%

45 久留米市立保育所移譲先法人選考委員会 7 4 3 57.1%

46 久留米市環境審議会 13 5 8 38.5%

47 久留米市ごみ処理施設等監視委員会　　　　　　 15 7 8 46.7%

48 久留米市食料・農業・農村政策審議会 19 9 10 47.4%

49 地方卸売市場水産物部取引委員会 6 3 3 50.0%

50 中央卸売市場青果部取引委員会 7 4 3 57.1%

51 久留米市卸売市場運営協議会 20 8 12 40.0%

52 久留米市中小商工業融資委員会 15 6 9 40.0%

53 久留米市企業立地促進委員会 14 6 8 42.9%

54 久留米市立草野歴史資料館協議会 9 6 3 66.7%

55 久留米市伝統的町並み保存審議会 8 4 4 50.0%
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A.法律・条例に基づくもの 令和7年4月1日現在

審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率

56 久留米市公共事業再評価検討委員会 4 2 2 50.0%

57 久留米市都市計画審議会　　　　　　　　　 20 9 11 45.0%

58 久留米市景観審議会 10 5 5 50.0%

59 久留米市開発審査会　　　　　　　　　 7 3 4 42.9%

60 久留米市地域公共交通会議 32 10 22 31.3%

61 久留米市建築審査会 7 4 3 57.1%

62 久留米市中高層建築物等建築紛争調停委員会 6 4 2 66.7%

63 中央公園パークマネジメント協議会 10 3 7 30.0%

64 久留米市地方卸売市場田主丸流通ｾﾝﾀｰ運営審議会 16 8 8 50.0%

65 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 10 5 5 50.0%

66 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 14 8 6 57.1%

67 久留米市城島ふれあいセンター運営委員会 13 8 5 61.5%

68 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 11 5 6 45.5%

69 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 14 7 7 50.0%

70 久留米市上下水道事業運営審議会 9 4 5 44.4%

71 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会　 7 4 3 57.1%

72 久留米市教育支援委員会 35 21 14 60.0%

73 久留米市立小中学校通学区域審議会　　　 15 7 8 46.7%

74 久留米市教育集会所運営審議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 5 7 41.7%

75 久留米市教科用図書選定委員会 17 7 10 41.2%

76 久留米市立学校結核対策委員会 8 4 4 50.0%

77 久留米市学校給食運営審議会 9 7 2 77.8%

計 1,084 495 589 45.7%

B.規則・要綱に基づくもの 令和7年4月1日現在
審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率

1 久留米市地方創生総合戦略推進会議 15 7 8 46.7%

2 久留米市入札監視委員会 4 2 2 50.0%

3 久留米市市民活動提案事業評価会議    　　　　　 7 4 3 57.1%

4 久留米市セーフコミュニティ推進協議会 56 21 35 37.5%

5 耳納市民ｾﾝﾀｰ多目的棟管理運営委員会　　　　　　　　　　 12 6 6 50.0%

6 筑邦市民ｾﾝﾀｰ多目的棟管理運営委員会　　　　　　　 12 6 6 50.0%

7 くるめ支え合うプラン推進協議会 25 13 12 52.0%

8 久留米市救急医療協議会 13 5 8 38.5%

9 久留米市障害者地域生活支援協議会 20 9 11 45.0%

10 久留米市障害者差別解消支援地域協議会 26 9 17 34.6%

11 久留米市障害者問題啓発事業選考委員会 6 3 3 50.0%

12 久留米市成年後見推進協議会 6 3 3 50.0%

13 久留米市成年後見制度受任調整会議 8 3 5 37.5%

14 久留米市認知症支援ネットワーク会議（久留米市オレンジ会議） 18 11 7 61.1%

15 久留米市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進協議会 24 10 14 41.7%

16 久留米市地域密着型サービス運営委員会 7 4 3 57.1%

17 久留米市自殺対策計画推進委員会 17 8 9 47.1%

18 「健康くるめ２１」計画推進協議会 19 10 9 52.6%

19 久留米市CKD対策検討委員会 23 4 19 17.4%

20 久留米市在宅医療・介護連携推進協議会 19 5 14 26.3%

21 久留米市要保護児童対策地域協議会 39 14 25 35.9%

22 久留米市青少年の非行を生まない社会づくり推進対策本部 8 4 4 50.0%

23 久留米市地球温暖化対策協議会 23 12 11 52.2%

24 久留米市食育推進会議 23 12 11 52.2%

25 久留米市集約型都市づくり推進検討委員会 6 3 3 50.0%

26 西鉄久留米駅周辺整備構想会議 11 1 10 9.1%

27 久留米市特定空家等対策審議会 5 2 3 40.0%

28 久留米市空き家活用推進協議会　　　　 7 3 4 42.9%

29 水緑花くるめ推進協議会 9 5 4 55.6%

30 久留米市企業局地下水・土壌汚染検証委員会 3 1 2 33.3%

31 久留米市立高等学校教育検討委員会 6 2 4 33.3%

32 久留米市立大橋・善導寺小学校統合準備協議会 23 7 16 30.4%

計 500 209 291 41.8%

資料出所：市男女平等政策課
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２．民生委員・児童委員及び保護司における女性の割合（市） 

民生委員・児童委員は女性の割合が高いが、会長は男性の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                       

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：久留米保護区保護司会 

図表Ⅴ－５ 民生委員・児童委員数（性別）の推移 

図表Ⅴ－６ 校区民生委員児童委員協議会会長の推移 

（数値は４月１日時点） 

図表Ⅴ－７ 久留米保護区保護司会役員理事数の推移 

（数値は４月１日時点） 

資料出所：久留米市民生委員児童委員協議会 
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３．団体等における女性役職者等の割合（市） 

（１）ＰＴＡ 

小学校ＰＴＡ連合会役員及び各ＰＴＡ会長は、男性の割合が高い。中学校ＰＴＡ連合会役員の

男女の割合は同数となっているが、ＰＴＡ会長は、男性の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自治会長 

   自治会長は男性の割合が高く、女性の割合は全体の１割程度で推移している。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅴ－１０ 小学校ＰＴＡ会長の推移 

 

図表Ⅴ－１１ 中学校ＰＴＡ会長の推移 

資料出所：市地域コミュニティ課 

図表Ⅴ－１２ 自治会長の男女比の推移（市） 

図表Ⅴ－８ 小学校ＰＴＡ連合会役員の推移 

 

図表Ⅴ－９ 中学校ＰＴＡ連合会役員の推移 

 

（数値は４月１日時点） 

資料出所：久留米市小・中学校 PTA 連合協議会 
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４．議会における女性議員の割合 

 久留米市議会の女性議員の割合は 16.7％（任期開始時）で、これは福岡県議会議員の女性割合

である 14.9％を上回っているものの全国の市議会の女性議員の割合 19.5％より低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

任期 

（任期開始時の数値） 

 
女性の割合(％) 

女 男 

H23.5.2～H27.5.1 5 33 13.2% 

H27.5.2～R1.5.1 6 32 15.8% 

R1.5.2～R5.5.1 6 30 16.7% 

R5.5.2～R9.5.1 6 30 16.7% 

福岡県議会(当選時の数値) 13 74 14.9% 

資料出所：市議会事務局、福岡県「令和 6年度男女共同参画白書」 

 

図表Ⅴ－１４ 地方議会における女性議員割合の推移（国） 

 

 

 

資料出所：内閣府「令和７年版男女共同参画白書」 

 

 

図表Ⅴ－１３ 市議会議員の女性の割合 
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５．ＧＧＩ、ＧＩＩにおける日本の順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：内閣府「令和７年版男女共同参画白書」 
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所管部局
件数

（H15～R6）
構成比
（※）

総合政策部 2 5%

総務部 3 7%

協働推進部 9 21%

市民文化部 1 2%

健康福祉部 0 0%

子ども未来部 9 21%

環境部 1 2%

農政部 1 2%

商工観光労働部 0 0%

都市建設部 2 5%

田主丸総合支所 0 0%

北野総合支所 2 5%

城島総合支所 0 0%

三潴総合支所 0 0%

上下水道部 0 0%

教育部 6 14%

選挙管理委員会事務局 0 0%

農業委員会事務局 0 0%

民間 7 16%

合計 43 100%

※男女平等推進委員とは

資料出所：市男女平等政策課

　　「久留米市男女平等を進める条例第17条」に規定された男女平等に関する苦情や権利侵害などの
　　救済の申出に対応するため、市長が委嘱した専門的な機関。

・単身DV被害者の市営住宅入居（H15)
・地域防火・防災組織（H18）※当時は消防本部

・市補助団体発行紙の表現（H25)2件

Ⅵ　苦情処理機関

･女性のみを対象とする研修（H18）
・嘱託職員の介護休暇（H21）
・積極的是正措置の必要性（H20）

・広報くるめに掲載された性犯罪に関する記事の表現（H24)2件

内容（年度）

・休日・夜間のDV被害者受け入れ（H15)
・研修内容（H19）3件
・電話相談事業名称変更（H16)2件
・市施設職員によるハラスメント（H20）3件

・行政刊行物の表現（H18)

１．久留米市男女平等推進委員の苦情・救済処理件数

・公民館主催の球技大会の参加資格（H18)

・女性職員の配置(H15)
・女性だけに課せられる出不足金（H21,23,26）
・市補助団体発行紙の表現（H15,25(2件）)
・広報くるめに掲載された性犯罪に関する記事の表現（H24)2件

・高校の名簿（H15)　　　　　　　　　　　　　　　　・小学校通信の表現（H19）
・高校の制服（H15)　　　　　　　　　　　　　　　　・駅伝大会の出場者名簿（H19）
・小学校図書館のパソコンシステム（H19)　　 ・中学校の制服（R2）

・退職金の支払（H15)
・セクシュアル・ハラスメント（H18，H23，R4）
・職場における不利益取扱い（H16)
・性別に基づく役割分担（H30，R5）

・団体における定年年齢の男女差（H22)
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第３部 相談窓口一覧 
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名称 相談受付日時 連絡先

【月～水、金、土】

  10:00～18:00

【木】17:00～20:00

【日】10:00～17:00

（祝日、月末日、年末年始を除

く）

【第２・４木】14:00～15:30

【第３木曜日】17:30～19:00

（祝日、年末年始を除く）

＊面接相談は要予約

【毎月第２、第４月曜日】

 16:30～17:30

直通ダイヤル

080-6787-6172

久留米市

家庭子ども相談課

【月～金】 8:30～17:15

（祝日・年末年始を除く）

久留米市役所　子ども未来部

家庭子ども相談課

久留米市城南町15-3

電話 30-9208（児童相談）

　　 30-9063（女性相談）

FAX　0942-30-9718

DV相談プラス

（1）電話相談(24時間受付)

（2）チャット相談

     （10か国語対応）

       毎日/12：00～22：00

（3）男性の相談にも対応

（毎週日曜15：00～21：00

は、専用回線で受付）

                  つなぐ はやく

（1） 0120-279-889

（2）「DV相談プラス」ホーム

ページからアクセス

DV相談ナビ 相談窓口により異なる

【全国共通短縮ダイヤル】

はれれば

#8008

性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター
相談窓口により異なる

【全国共通短縮ダイヤル】

はやくワンストップ

#8891

児童相談所虐待対応

ダイヤル
24時間対応

【全国共通短縮ダイヤル】

いちはやく

189

配偶者やパートナーからのDV等の女性相談

や子育て等の児童相談、ひとり親家庭等に

関する相談（児童手当、児童扶養手当及び

特別児童扶養手当に関するもの等）

配偶者やパートナーから受けている様々な

暴力（DV）について、専門の相談員が対

応。

発信地等の情報から最寄りの相談機関に電

話が自動転送され、直接相談可能。

発信地等の情報から最寄りのワンストップ

支援センターに電話が自動転送され、直接

相談可能。

発信した電話の市内局番等から（携帯電話

等からの発信はコールセンターを通じて）

最寄りの児童相談所に電話が自動転送さ

れ、直接相談可能。

内容

久留米市

男女平等推進センター

【総合相談、性暴力相談】

DV、性暴力被害、夫婦や家族のこと、から

だのこと、性のこと、セクシュアル・ハラ

スメントの悩み、職場での人間関係、労働

に関する相談など

女性相談員が対応

久留米市役所

男女平等推進センター

久留米市諏訪野町1830-6

(えーるピア久留米内)

電話　0942-30-7802

FAX　 0942-30-7811

【法律相談】

離婚などをめぐる法律上の問題に女性弁護

士が対応

【男性のための電話相談】

夫婦・親子、職場の人間関係や生き方、性

に関する悩みなど

男性臨床心理士が対応
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名称 相談受付日時 連絡先内容

配偶者暴力相談支援センター

（北筑後）

【月～金】8:30～17:15

（祝日、年末年始を除く）
電話　0942-34-8111

福岡県配偶者からの

暴力相談電話

【月～金】17:00～24:00

【土、日、祝日】9:00～24:00

（年末年始を除く）

電話　092-663-8724

福岡県女性サポートホットライン

（福岡県女性相談支援センター）

【毎日】9:00～17:00

（年末年始除く）
電話　070-4442-3893

男性DV被害者のための

相談ホットライン

【火・木】18:00～21:00

【土】10:00～13:00

（祝日・年末年始を除く)

電話　070-4410－8502

LGBTの方のDV被害者

相談ホットライン

【第１日曜日】14:00～17:00

【第３水曜日】18:00～21:00

（祝日・年末年始を除く）

電話　080-2701-5461

【火～日】9:00～16:30

【月(祝日のみ)】9:00～16:30

※金曜日(祝日を除く)は夜間

（18:00～20:30)も実施

(8/13～15、年末年始を除く)

福岡県　男女共同参画センター

あすばる

春日市原町3丁目1-7

クローバープラザ内

電話　092-584-1266

＊相談内容によって相談日時が

異なるため、「福岡県あすば

る」ホームページで確認

福岡県　男女共同参画センター

あすばる

春日市原町3丁目1-7

クローバープラザ内

予約専用電話　092－584-4980

【第１・３土曜日】

　14:00～16:30

【第２･４金曜日(祝日除く)】

　18:00～20:30

（祝日、8/13～8/15、年末年

始を除く）

福岡県　男女共同参画センター

あすばる

春日市原町3丁目1-7

クローバープラザ内

電話　092-584-4977

性暴力被害者

支援センター・ふくおか

24時間365日

(年中無休）
電話　092-409-8100

【月～金】9:00～17:45

(祝日・年末年始を除く）

面接相談は要予約

福岡県警察本部

福岡市博多区東公園7-7

電話　092-632-7830

24時間365日

＊男性警察官が対応する場合あ

り

【全国共通短縮ダイヤル】

　ハートさん

＃8103

福岡県警察本部

犯罪被害相談

【犯罪被害相談(心のリリーフ･ライン)】

犯罪被害者やその周囲の方々の心のケア

に、女性の臨床心理士が対応

【性犯罪被害相談電話】

性犯罪被害に遭われた方々の相談に、警察

官又は臨床心理士(女性)や警察官が対応

福岡県ＤＶ相談

配偶者やパートナーからの暴力についての相談電話

福岡県あすばる

相談ホットライン

【総合相談】

親子･夫婦関係の悩み、職場の人間関係、恋

人やパートナーのこと、仕事のことなど

女性相談員が対応

【女性専用相談（面接）】

〇女性のための法律相談…離婚やDV、金銭

問題など法律に関する問題

〇女性のためのこころと生き方相談…家族

や職場の人間関係、DVなど

女性の弁護士や臨床心理士などの専門家が

対応

【男性専用相談（電話）】

男性のための電話相談

男性臨床心理士が対応

性暴力被害に関する相談に対し、電話・面

接相談、医療機関・警察等への付き添いな

ど、被害直後からの総合的な支援
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名称 相談受付日時 連絡先内容

福岡県

性暴力加害者相談窓口

【月～金】9：00～17：00

（祝日、年末年始を除く）

面接相談は要予約

電話　092-289-9398

【定例相談】

　月～金 　 8:30～17:15

（祝日、年末年始を除く）

【夜間電話相談】

　水 　 17:15～20:00

（祝日の場合は翌日に実施。年

末年始を除く）

福岡県

筑後労働者支援事務所

久留米市合川町1642-1

久留米総合庁舎1階

電話  0942-30-1034

【月～金】8:30～17:15

（祝日、年末年始を除く）

ママと女性の就業支援センター

（筑後エリア）

久留米市合川町1642-1

久留米総合庁舎1階

電話　0942-38-7579

福岡労働局

総合労働相談コーナー

【月～金】9:00～17:15

（祝日、年末年始を除く）

福岡労働局

福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡合同庁舎新館4階

福岡労働局・雇用環境均等部指導課内

電話　092-411-4764

市民相談窓口

市政相談・一般相談は

【月～金】8:30～17:15

（祝日、年末年始を除く）

久留米市役所　協働推進部

広聴・相談課

久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9017

FAX　 0942-30-9711

久留米市外国人相談窓口

【月～金】　8:30～17:15

（祝日、年末年始を除く）

久留米市役所　協働推進部

広聴・相談課

久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9096

FAX　 0942-30-9711

苦情処理機関

男女平等推進委員

【月～金】  8:30～17:15

（祝日、年末年始を除く）

久留米市役所　協働推進部

男女平等政策課

久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9246

FAX　 0942-30-9703

仕事、在留資格、健康保険、住まい、出

産・子育て、結婚・離婚など、外国人住民

が生活する中で困っていることやわからな

いことなど、多言語で相談に対応。

【苦情の申出】

　市の男女平等施策に対する苦情及び他の

施策が男女平等を阻害していると思われる

とき

【救済の申出】

　市内において、性別による差別的取扱い

等の権利侵害を受けたとき

電話で来所日時の予約後、専門スタッフに

よる面接相談。内容に応じて、再犯プログ

ラムを実施や社会復帰のための生活自立支

援、専門医療機関等の紹介など

福岡県筑後

労働者支援事務所

【労働相談】

職場における、労働者・使用者双方からの

様々な労働問題についての相談

自主的な解決ができない場合は、当所職員

又は福岡県労働委員会委員が労働者と使用

者の間に入り、紛争解決を図る｢あっせん｣

制度もあり、また、複雑、高度化する労働

相談に対応するため、必要に応じて弁護士

にアドバイスを受ける体制も執っている。

【ママと女性の就業支援センター】

県内にお住まいの働きたいと思っている女

性を対象に、就業相談や保育などの情報提

供、就職や仕事に役立つセミナーの開催、

出張相談の実施、仕事のあっせん（職業紹

介事業）など

解雇、労働条件、募集・採用、いじめを含

む労働問題に関するあらゆる分野につい

て、労働者、事業主からの相談を専門の相

談員が対応

市政に関する要望、意見のほか、生活不安

や悩み、トラブルなど
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○久留米市男女平等を進める条例 

平成１４年９月３０日 

久留米市条例第２７号 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 男女平等推進のための基本的施策（第８条―第１６条） 

第３章 苦情等の申出の処理（第１７条―第２９条） 

第４章 久留米市男女平等政策審議会（第３０条―第３３条） 

第５章 雑則（第３４条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における男女平等の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者

等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び苦情等の申出の処理に関する

事項を定め、男女平等を進めるための施策を総合的かつ計画的に実施することにより男女共同参

画社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内を活動の拠点とす

る個人をいう。 

(2) 事業者等 事業者及びその他の民間団体で、市内において活動するものをいう。 

(3) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。 

(4) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害する

こと又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等の男女間において、個人の尊厳を侵すような身体

的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の実現は、次の基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による直接的又は間接的な差別的

取扱いを受けないこと、男女が個性と能力を生かす機会が確保されること、男女間におけるあ

らゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること及び性別による差別と他の

理由からなる差別とを重複して受けている男女が存在する状況に対して配慮されること。 

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会にお

ける活動の自由な選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女平等の推進を阻害す

る要因となっている場合は、その要因が取り除かれるよう配慮されること。 

(3) 教育の果たす重要性に鑑み、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、男女

平等を推進する視点が採り入れられること。 

(4) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び決

定に参画する機会が、平等に確保されるよう配慮されること。 

(5) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるよう配慮されること。 

(6) 男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、性と生殖に関する事項に関し自ら

の決定が尊重されること。 

資料１ 
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(7) 男女平等の推進は、その取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、

平和を基盤とした国際的協調の下に行われること。 

（令６条例５・一部改正） 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女平等の推進

を主要な政策として位置付け、男女共同参画社会を実現するための施策（積極的格差是正措置を

含む。以下「男女平等推進施策」という。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者等と協力して男女平等

推進施策を実施しなければならない。 

３ 市は、男女平等推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

４ 市は、男女平等推進施策以外の施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女平等の推進を

阻害することのないよう配慮しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画社会について理解を深め、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女平等の推進を阻害する要因を取り除くよう努

めるとともに、市が実施する男女平等推進施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、男女共同参画社会について理解を深め、その活動に関し、基本理念にのっと

り、男女平等の推進を阻害する要因を取り除くよう努めるとともに、市が実施する男女平等推進

施策に協力するよう努めなければならない。 

（性別による差別的取扱い等の禁止） 

第７条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において性別による差別的

な取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。 

 

第２章 男女平等推進のための基本的施策 

（政策等の立案及び決定の過程への女性の参画促進） 

第８条 市は、積極的格差是正措置の一つとして次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 市における政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に促進すること。 

(2) 事業者等における方針の立案及び決定の過程への女性の参画を促進するため、当該事業者等

に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。 

（情報収集及び調査研究） 

第９条 市は、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び実施するため、情報収集及び調査研究を

行うものとする。 

（啓発活動） 

第１０条 市は、市民及び事業者等が男女共同参画社会について理解を深めるため、啓発活動を行

うものとする。 

（男女平等推進教育の充実） 

第１１条 市は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において効果的な方策を講ずることによ

り、男女平等を推進するための教育の充実に努めるものとする。 

（家庭、職域及び地域における活動への平等な参画に対する支援） 

第１２条 市は、男女が固定的な性別役割にとらわれない対等な関係により、家庭、職域及び地域

のあらゆる分野における活動の機会に平等に参画できるよう、必要な支援を行うものとする。 

（男女平等推進活動への支援） 

第１３条 市は、市民又は事業者等が行う男女共同参画社会の実現に向けた男女平等を推進するた

めの活動に対し、必要な支援を行うものとする。 

（男女平等推進体制の整備） 

第１４条 市は、男女共同参画社会の実現に向けて、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び実
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施するために必要な体制の整備に努めるものとする。 

（男女平等推進拠点） 

第１５条 市は、久留米市男女平等推進センター（久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等

推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例（平成１

２年久留米市条例第３５号）第３条第２号に規定する施設をいう。）を、市の男女平等推進施策

を実施するための拠点として位置付け、男女共同参画社会の実現に取り組むものとする。 

（行動計画） 

第１６条 市は、男女平等推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会基本法

（平成１１年法律第７８号。以下「基本法」という。）第１４条第３項の規定に基づき、市の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画として久留米市

男女共同参画行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市は、行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、行動計画の実施状況について、年次報告書を作成し、公表するものとする。 

 

第３章 苦情等の申出の処理 

（男女平等推進委員） 

第１７条 市は、次条に規定する苦情及び救済の申出について、必要な処理をするため、市長の附

属機関として久留米市男女平等推進委員（以下「推進委員」という。）を置く。 

２ 推進委員の定数は、３人以内とする。 

３ 推進委員の数が２以上である場合においては、その全てが男女いずれか一方の性によって占め

られてはならない。 

４ 推進委員は、男女平等の推進に関し優れた識見を有し、性別による差別の解決に熱意があり、

社会的信望が厚い者のうちから、市長がこれを委嘱する。 

５ 推進委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 推進委員の任期は、通算して６年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情がある

と認めるときは、この限りでない。 

（令６条例５・一部改正） 

（苦情及び救済の申出） 

第１８条 市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が行う男女平等推進施策に関する苦情の申出

及び市が行うその他の施策が男女平等の推進を阻害していること又は阻害するおそれがあること

に関する苦情の申出をすることができる。 

２ 何人も、推進委員に対し、市内において生じた性別による差別的取扱いその他の男女平等の推

進を阻害する要因に基づく権利侵害（以下「権利侵害」という。）により被害を被った者の救済

の申出をすることができる。 

（推進委員の処理の対象としない事項） 

第１９条 前条に規定する苦情及び救済の申出（「苦情等の申出」という。）が次に掲げる事項で

ある場合には、前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対象としない。 

(1) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項 

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項 

(3) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項 

(4) 推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事項 

２ 前条第２項の規定による救済の申出は、当該申出に係る権利侵害があった日の翌日から起算し

て１年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると推進委員が認める

ときは、この限りでない。 

（市に係る苦情等の申出の処理） 

第２０条 推進委員は、市に係る苦情等の申出があった場合は、必要な調査を行い、その結果に基

づき必要があると認めるときは、市長に対し、市の施策についての意見を表明し、又は施策の是
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正若しくは改善のために必要な措置若しくは権利侵害により被害を被った者の救済のために必要

な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 前項の規定による意見の表明及び勧告についての決定は、推進委員の合議によらなければなら

ない。 

３ 市長は、推進委員から第１項の規定により意見が表明され、又は勧告を受けたときは、当該意

見又は勧告を尊重しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に対する市の措置について推進委

員に報告しなければならない。 

５ 推進委員は、市長から前項の規定による報告を受けたときは、当該勧告及び報告の内容を公表

するものとする。 

（令６条例５・一部改正） 

（救済の申出の処理） 

第２１条 推進委員は、第１８条第２項に規定する救済の申出（前条の規定により処理するものを

除く。以下「救済の申出」という。）があった場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき必

要があると認めるときは、権利侵害により被害を被った者を救済するためのあっせんその他調整

（以下「あっせん等」という。）を行うことができる。 

２ 推進委員は、前項の規定によるあっせん等を行った場合において、救済の申出に係る状況が改

善されていないと認めるときは、権利侵害を行い被害を与えたものに対し、改善を求めるための

意見を表明することができる。 

３ 推進委員は、前項の規定による意見の表明を事業者等に対して行った場合において、なお救済

の申出に係る状況が継続し、かつ、その態様が悪質であると認めるときは、当該事業者等に対し、

救済の申出に係る状況を是正するために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。 

４ 推進委員は、前項の規定により事業者等に是正を要請した場合において、当該事業者等が正当

な理由なく当該要請に応じないときは、市長に対し、その経過を報告するとともに、その状況を

公表するよう求めることができる。 

５ 第２項の規定による意見の表明、第３項の規定による要請並びに前項の規定による報告及び公

表の求めについての決定は、推進委員の合議によらなければならない。 

６ 市長は、推進委員から第４項の規定による報告及び公表の求めが行われた場合には、その状況

について必要な事項を公表するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ当該公表に

係る事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。 

７ 市長は、前項の規定による公表を行ったときは、推進委員に対し、その内容を通知しなければ

ならない。 

（令６条例５・一部改正） 

（自己の発意による苦情等の処理） 

第２２条 推進委員は、自己の発意に基づき、第２０条第１項及び前条第１項から第４項までの規

定による調査、意見の表明、勧告、あっせん等、要請並びに報告及び公表の求めを行うことがで

きる。この場合において、第２０条第２項から第５項まで及び前条第５項から第７項までの規定

を準用する。 

（処理の経過及び結果の通知） 

第２３条 推進委員は、第２０条から前条までの規定により、意見を表明し、勧告し、あっせん等

を行い、是正を要請し、若しくは市長に対して公表を求め、又は市長から報告を受け、若しくは

市長からの通知があったときは、苦情等の申出を行った者（苦情等の申出を行った者が、権利侵

害により被害を被った者と異なる場合にあっては、それぞれの者）に対して、その旨を通知する

ものとする。 

２ 前項の規定によるあっせん等を行った旨の通知は、当該通知を受けるべき者があっせん等の当

事者である場合は、これを省略することができる。 

（調査への協力） 

第２４条 市は、推進委員が第２０条第１項の調査を行う場合において、その調査を拒んではなら

ない。 
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２ 市民及び事業者等は、推進委員が第２１条第１項の調査を行う場合において、その調査の実施

に協力するよう努めなければならない。 

（職務の遂行） 

第２５条 推進委員は、公平適切かつ迅速にその職務を遂行しなければならない。 

２ 推進委員は、その職務の公平な遂行に支障を生ずるおそれのある苦情等の申出についての処理

に関わることができない。 

（兼職の禁止） 

第２６条 推進委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体に執行機関として置

かれる委員会の委員若しくは委員（これらのうち常勤のものを除く。）又は地方公共団体の職員

（特別職の非常勤職員を除く。）と兼ねることができない。 

（令６条例５・一部改正） 

（政治的行為の制限） 

第２７条 推進委員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員と

なってはならず、又はその職務上の地位をこれらの団体若しくは政治的目的のために利用しては

ならない。 

（解職の制限） 

第２８条 市長は、推進委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合又は推

進委員としてふさわしくない行為があると明白に認められる場合でなければ、その職を解くこと

ができない。 

（守秘義務） 

第２９条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

 

第４章 久留米市男女平等政策審議会 

（設置） 

第３０条 市は、行動計画その他の男女平等の推進に関する重要な事項を調査審議するため、市長

の附属機関として久留米市男女平等政策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第３１条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 審議会の委員は、学識経験を有する者及び男女平等の推進に関し優れた識見を有する者のうち

から、市長がこれを委嘱する。 

３ 審議会の委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が審議会の委員の総数の１０分の４未満

であってはならない。 

４ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の審議会の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

５ 審議会の委員の任期は、通算して６年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情が

あると認めるときは、この限りでない。 

（所掌事務） 

第３２条 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 市長の諮問に応じて、行動計画の策定及び変更に関し、調査審議し、意見を述べること。 

(2) 行動計画の実施状況に関する年次報告書の内容についての報告を受け、必要に応じて、これ

に対する意見を述べること。 

(3) 前２号のほか、市長の諮問に応じて、男女平等の推進に関する重要な事項に関し、調査審議

し、及び答申を行い、又は必要があると認める事項について、市長に意見を述べること。 

（意見の聴取） 

第３３条 審議会は、その所掌事務の処理に必要があるときは、市の機関の職員の出席を求め、意

見を聴くことができる。 

 

第５章 雑則 

－　81　－



（委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な推進委員及び審議会委員の委嘱その他の準備行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 

（田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う委員の任期の特例） 

４ 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴い、当該編入の日以後最初に委嘱される久留

米市男女平等政策審議会の委員（当該編入の際現に久留米市男女平等政策審議会の委員であるも

の（以下「現行の委員」という。）の任期中に新たに委員として委嘱されるものに限る。）の任

期は、第３１条第４項の規定にかかわらず、現行の委員の任期の満了する日までとする。 

（平１６条例５２・追加） 

 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第５２号） 

この条例は、平成１７年２月５日から施行する。 

 

附 則（令和６年３月２９日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○久留米市における審議会等への女性の登用促進要綱 

平成15年3月31日 

14男女第73号 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の理念に基づき、男

女の自立と男女共同参画社会の実現を目指して、女性の意見を政策・方針決定の場へ反映させ

るため、審議会等への女性の登用を積極的に促進することを目的とする。 

 

(定義) 

第２条 この要綱で「審議会等」とは、附属機関並びに要綱及び規程により設置された審議会、

委員会、協議会、その他の調査、研究、審議、審査、協議等のための機関をいう。 

 

(目標) 

第３条 各審議会等の委員に占める男女の割合の目標は、男女いずれも５０パーセントとす

る。ただし、委員の数が奇数の場合は、男女それぞれの委員の数の差が１名であることと

する。 

２ 前項に規定する目標によりがたい場合は、男女の割合のいずれもが４０パーセントを下

回らないこととする。 

 

(登用の促進) 

第４条 審議会等を所管する課等の長（以下「所管の長」という。）は、所管する審議会等の委

員の任命又は委嘱については、次の各号に掲げる事項に留意し、女性の積極的な登用を図る

ものとする。 

(1) 市民及び学識経験者から選任される委員については、女性の登用に特別の枠を設ける等

の配慮をすること。 

(2) 団体推薦の委員については、団体の長等の役職に限定せず、女性の適任者の推薦につい

て協力を要請すること。 

 

(登用推進員の設置) 

第５条 女性委員の登用計画の達成を図るため、各部に登用推進員を設置する。 

２ 登用推進員は、男女平等政策会議幹事（久留米市男女平等政策会議設置規程（平成１５年久

留米市規程第９号）別表第２に規定する代表幹事及び幹事の職にある者をいう。)のうち各部

次長（部次長が置かれていない部にあっては次長の職位にある者のうち１名）をもって充てる

ものとし、所管の長への助言及び女性委員登用に必要な部内の調整事務を行う。 

３ 登用推進員は、審議会等の新設に伴う委員の選任又は委員の改選若しくは補充（定数の増員

又は任期途中の委員退任に伴う委員の選任をいう。以下同じ。）に当たっては、男女平等政策

会議会長(以下「会長」という。)に意見を求めることができる。 

４ 会長は、前項において、女性委員の登用について必要に応じ、助言や女性の人材に関する情

報を提供するものとする。 

 

(協議書等の提出) 

第６条 登用推進員は、審議会等の委員改選の２月前までに審議会等委員への女性の登用に関す

る協議について所管の長に通知する。 

２ 各所管の長は、審議会等の委員の候補者を選定するに当たり、審議会等の新設又は委員の改

選が行われる場合は当該新設又は改選が行われる１月前までに、委員の補充が行われる場合は

当該補充の必要が生じ次第速やかに候補者を選定し、審議会等委員への女性の登用に関する協

議書（別記様式）、予定者名簿及び審議会等の設置の根拠となる規程（以下「協議書等」とい

う。）を所属の部長等に提出しなければならない。 

３ 協議書等の提出を受けた部長等は、速やかに男女平等推進担当部長に提出するものとする。 

資料２ 
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（事後報告) 

第６条の２ 所管の長は、前条の規定によらない委員の交代などにより登用状況に変更が生じた

場合には、速やかに所属の部長等に対し、第６条に規定する協議書等を提出するものとする。

この場合において、提出された協議書等は、登用状況変更報告書とみなす。 

２ 登用状況変更報告書を受けた部長等は、速やかに男女平等推進担当部長に提出するものと

する。 

 

（改善に向けた検討） 

第７条 協議書等の提出を受けた男女平等推進担当部長は、第３条に規定する目標が達成されて

いない場合は、会長及び男女平等政策会議副会長（以下「副会長」という。）に報告し、会長、

副会長及び部長等で登用率向上のための改善策について協議するものとする。 

 

 （その他） 

第８条 所管の長は、審議会等において男女の占める割合が一方に偏ることで発言の機会が阻ま

れることなく、多様な意見が施策に反映されるよう、新たに委員に就任する者に対して事前に

審議会等の趣旨や内容を説明する等丁寧な対応に努めるものとする。 

 

第９条 団体推薦の場合において、推薦を依頼する団体に対し、団体の役職を担う女性が育成さ

れるよう、必要に応じて男女共同参画に関する啓発や情報の提供を行うものとする。 

 

(公表) 

第１０条 審議会等の女性委員の登用状況は、毎年度公表するものとする。 

 

(庶務) 

第１１条 この要綱等の庶務は、協働推進部男女平等政策課において行う。 

 

(委任) 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１７年１６男女第１５３号） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年１９男女第１８６号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２３年２２男女第２３２号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２３年２３男女第６９号） 

この要綱は、平成２３年６月１５日から施行する。 

 

附 則（平成２８年２７男女第１３８号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年２９男女第１００号） 

この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 
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附 則（平成３１年３０男女第８８号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年２男女第５３８号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

－　85　－



審議会等の設置根拠規程を提出すること。

年　　　　月　　　　日

別記様式（第６条、第６条の２関係）

審議会等委員への女性の登用に関する協議書

担 当 課 ： 　　　　　部　 　　　　　　　　　　　　　　課 担当　　　　　　　　　連絡先(　　　　　)

１　審議会等の概要

名称 

設置根拠 

区分
（該当するものに○）

A ：法律・条例によるもの 　B：要綱等によるもの

任期　(期間) 　年　　　月　　　日 から 　年　　　月　　　日 （　　　　年　　か月）

※異動報告、補充など、審議会等の任期と委員の任期が異なる場合に記入すること。
※新規の審議会等や根拠規定に基づく任期満了による一斉改選の場合は、記入不要

２　提出理由

提出の理由
□新規 □改選（任期満了に伴う） □補充

□異動報告（人事異動等による一部改選など）

「提出の理由」により選任され
た委員の任期 　年　　　月　　　日 から 　年　　　月　　　日 （　　　　年　　か月）

３　男女の割合

女性（人） 男性（人） 合計（人）
【目標】

女性又は男性の割合は、いずれ
も５０％が目標
男女いずれの割合も４０％を下回
らないこと。

女性 男性

今回

登用率
(小数点以下第２位を四捨五入)

４　登用率の見込み

□男女いずれの割合も40％以上

□男女いずれかの割合が40％未満

男女いずれかの割合が40％未満の理由
理由

前回

今後の対応策

＜備考＞ この協議書の添付書類として審議会等の委員予定者名簿（女性委員に印を付けたもの）及び

＜男女平等政策会議事務局意見欄＞
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男女共同参画社会基本法（抄） 
平成１1年 6月２3日法律第 78号 

最終改正 令和 7年 6月２7日法律第 80号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国

際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け

、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共

団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す

ることの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に

関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は

、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い

を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が

確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ

る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反

映して、男女の社会における活動の選択に対して中立で

ない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成

を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会

における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択

に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように

配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は

民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を

行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共

同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければ

ならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

資料３ 
男女共同参画局 HP 
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にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあら

ゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社

会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、こ

れを国会に提出しなければならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ

ばならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について

準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは

、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基

本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講

じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のた

めに必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵

害された場合における被害者の救済を図るために必要な

措置を講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を

行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図

ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間

における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働

－　88　－



を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものと

する。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促

進するために必要な施策を推進するための拠点としての

機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように

努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業務

並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養

成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるも

のとする。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推

進するように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体

が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、情報

の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものと

する。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を

調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要

があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の

十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であ

ってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は

調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説

明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある

と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（以下、略） 
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人はだれもが、かけがえのない個人として尊重され、安

全に安心して暮らす権利をもっています。しかし、ＤＶに

よる被害は後を絶ちません。 

ＤＶとは､配偶者間や恋人同士など親密な関係のなかで

おきる、さまざまな暴力のことをいいます。ＤＶは人を暴

力で支配する行為であり、体や心を傷つけ、命を奪うこと

さえある重大な人権侵害です。 

ＤＶはいかなる理由があっても許されるものではあり

ません。 

久留米市は、市民と協働して、ＤＶのないまちづくりを

進めることを決意し、ここに宣言します。 
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